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鳥
取
県
弓
ヶ
浜
地
方
に
お
け
る
大
地
主
庄
司
家
の
分
析

-
　
後
進
養
蚕
地
帯
の
一
事
例
　
-

一

　

は

　

じ

　

め

　

に

近
代
日
本
地
主
制
(
農
業
構
造
)
の
地
帯
区
分
に
つ
い
て
「
近
畿
型
」

「
東
北
型
」
に
加
え
「
養
蚕
型
」
を
設
定
す
る
こ
と
は
、
現
在
も
は
や

定
説
化
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
前
二
者
も
さ
り
な
が
ら
、
.
「
養

蚕
型
」
の
、
偶
性
と
は
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
本
質
と
は
何
か
と
い
う

点
に
な
る
と
き
わ
め
て
あ
い
ま
い
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
現

在
の
と
こ
ろ
「
養
蚕
型
」
の
内
容
を
最
も
明
瞭
に
示
し
て
い
る
の
は
、

山
梨
県
の
根
津
家
等
の
分
析
な
ど
か
ら
「
養
蚕
型
」
を
提
唱
し
た
中
村

(
1
)

政
則
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
容
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
小
作
人
が
田
と
加
を

同
時
に
小
作
し
、
桑
作
・
養
蚕
業
収
入
に
よ
っ
て
米
生
産
高
の
七
五

(
2
)

%
に
も
お
よ
ぷ
高
率
・
高
額
の
田
地
小
作
料
を
補
完
し
そ
の
実
納
率
を

高
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
田
畑
一
体
化
し
た
地

主
・
小
作
関
係
に
加
え
て
、
生
計
補
充
の
た
め
の
子
女
の
製
糸
工
場
へ

勝
　
　
部
　
　
眞
　
　
人

の
出
稼
ぎ
(
高
率
小
作
料
と
低
賃
金
の
相
互
補
完
関
係
)
、
「
桑
小
作
」

と
い
わ
れ
る
地
主
に
よ
る
桑
園
の
強
力
な
管
理
、
小
作
人
の
利
用
制
限

(
3
)

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
田
畑
一
休
化
し
た
地
主
・
小
作
関
係

を
除
け
ば
、
そ
の
こ
と
を
以
て
「
養
蚕
型
」
を
設
定
す
べ
き
と
す
る
必

然
性
に
は
乏
し
く
、
偶
性
と
見
な
す
べ
き
と
考
え
る
。
で
は
田
畑
一
体

化
の
関
係
こ
そ
が
「
養
蚕
型
」
.
の
本
質
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
田

畑
一
体
化
の
地
主
・
小
作
関
係
を
強
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
む
し
ろ
「
近

畿
型
」
「
東
北
型
」
に
対
す
る
「
養
蚕
型
」
の
「
別
個
の
独
自
の
整

た
る
所
以
を
否
定
し
か
ね
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
何
故
な
ら
ば

米
作
地
帯
に
お
い
て
も
養
蚕
業
が
有
利
な
副
業
と
し
て
広
く
普
及
し
、

全
国
的
に
「
米
と
繭
の
農
業
構
造
」
と
し
て
定
置
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
す
る
な
ら
ば
米
を
基
軸
と
し
て
繭
が
そ
れ
を
補
完
す
る
小
作
料
収
取

体
系
の
故
に
「
養
蚕
型
」
で
あ
る
の
で
は
な
く
」
繭
を
基
軸
と
す
る
小

作
料
収
取
体
系
の
故
に
こ
そ
我
々
は
「
養
蚕
型
」
を
設
定
せ
ね
ば
な
ら

な
い
・
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
「
養
蚕
型
」
は
養
蚕
副
業
地
帯
で

73



は
な
く
主
菜
地
帯
を
対
象
に
設
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
こ

れ
は
山
田
盛
太
郎
以
来
の
養
蚕
業
=
副
業
論
に
対
し
て
、
養
蚕
主
菜
経

営
の
分
析
が
進
め
ら
れ
て
き
て
い
る
現
恥
が
ら
し
て
も
、
決
し
て
無
理

な
規
定
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
「
養
蚕
型
」
一
解
明
の
課
題
は
繭
=
養
蚕

業
を
小
作
料
収
取
の
基
盤
と
す
る
こ
と
が
地
主
・
小
作
関
係
に
ど
の
よ

ぅ
な
規
定
性
を
与
え
る
の
か
、
米
作
を
基
盤
と
す
る
「
近
畿
型
」
「
東

北
型
」
に
対
し
て
ど
の
子
う
な
独
自
性
が
認
め
ら
れ
る
の
カ
な
ど
を
検

討
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
地
主
制
構
造
論
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
安
良
城
盛
昭
が
「
東
北

型
の
一
・
分
肢
」
.
と
し
て
析
出
し
た
「
養
蚕
‖
畑
作
塾
・
と
、
中
村
が
提

唱
し
た
「
養
蚕
型
」
と
の
関
連
も
明
確
に
さ
れ
な
い
ま
ま
後
者
が
定
説

化
さ
れ
て
き
た
観
が
あ
る
。
経
営
の
広
狭
等
統
計
的
指
標
の
み
か
ら
「
東

北
型
の
一
分
肢
」
と
断
定
す
る
安
良
城
の
論
法
は
説
得
力
を
欠
く
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
短
基
本
的
に
は
畑
作
地
帯
の
幾
部
分
か
が
桑
園
地

直
面
す
る
こ
と
に
な
る
隼
「
養
蚕
型
」
で
は
直
面
す
る
繭
市
場
が
欧

米
生
糸
市
場
に
直
ち
に
連
動
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
「
畑
作
型
」

一
般
が
直
面
す
る
農
産
物
市
場
と
は
少
し
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
い
ず

れ
に
せ
よ
右
の
点
に
お
い
て
も
「
養
蚕
型
」
は
「
近
畿
型
」
「
東
北
型
」

(
9
)

と
異
な
り
、
お
の
ず
か
ら
費
用
価
格
(
C
+
Ⅴ
)
形
成
の
し
か
た
に
独

自
性
が
現
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
　
地
域
経
済
の
転
換

74

水田の桑国化部分

第1回　養蚕型概念図

帯
化
す
る
の
で
あ
る
か
ら
第
一
図
概
念

図
の
よ
う
に
「
養
蚕
型
」
は
ほ
と
ん
ど

「
畑
作
型
」
に
含
ま
れ
、
一
部
に
養
蚕

主
菜
化
に
と
も
な
う
〝
水
田
の
桑
園
化
″

部
分
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

も
う
少
し
つ
け
加
え
る
な
ら
、
米
作
地

帯
の
小
作
潮
現
物
納
に
対
し
て
「
畑
作

型
」
・
「
養
蚕
型
」
で
は
金
納
が
一
般

的
で
、
た
め
に
小
作
人
が
商
品
市
場
に

1
　
対
象
地
域
・
庄
司
家
の
概
略

さ
て
本
稿
で
分
析
対
象
と
す
る
の
は
鳥
取
県
西
伯
郡
の
弓
ヶ
浜
半
島

さ

●

う

ひ

ん

　

わ

た

,

(
弓
浜
部
)
渡
村
の
大
地
主
庄
司
家
で
あ
登
弓
浜
部
各
町
村
は
第

ふ
く
よ
ね
　
ふ
く
な
,

二
図
の
如
く
で
あ
る
が
、
資
料
に
よ
っ
て
は
福
米
・
福
生
両
村
を
含
め

て
〓
ハ
か
町
村
と
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
除
い
て
一
四
か
町
村
と
す
る

場
合
も
あ
り
、
以
下
で
は
統
一
の
た
め
一
六
か
町
村
と
し
て
扱
い
た
い
。

さ
て
弓
浜
部
は
砂
洲
地
帯
の
た
め
「
耕
地
の
大
部
分
は
畑
地
に
し
て
」

°

　

°

「
浜
部
全
休
十
四
ケ
町
村
の
耕
地
中
細
は
其
反
別
千
六
百
町
歩
に
し

て
、
田
は
僅
か
に
五
百
四
十
町
歩
に
過
ぎ
芭
　
(
傍
点
引
用
老
)
と
い

う
畑
作
地
帯
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
庄
司
家
は
元
来
屋
号
を
安
来
星
と
称
す
る
商
人
で
あ
り
、
安

政
四
年
二
八
五
七
)
に
持
高
三
五
三
石
四
斗
(
四
〇
～
五
〇
町
歩
ほ

ど
か
)
、
明
治
二
二
年
二
八
八
〇
)
に
は
一
一
一
町
一
反
八
畝
七
歩
、

地
価
二
万
五
、
一
二
五
円
八
八
墜
一
鮎
r
・
幕
末
・
明
治
初
年
に
大
地



鳥取県弓ヶ浜地方における大地主庄司家の分析(肪部)

′

第2図　弓浜郎各町村概喝図(米子町含む)

第1表　庄司戻所有地一覧表(大正12年5月現在)

村 . 名
研　 地　 面

( うち畑 地 )
積 同 左 比 率 宅 地 山 林

渡　　 村
4 4 2竺4 ( 8 4 . 7 % ) 3 1 .4 % 反

2 5 . 1

外 江 村 4 2 2 . 1 (8 0 .5 % ) 2 9 .8 8 7 . 0

境　　 町 16 .9 (7 5 .7 % ) 1 . 2 0 . 8

上 道 村 3 6 .0 (7 0 .3 % ) 2 . 5 0 . 5

余 子 村 13 0 . 4 (6 9 . 2 % ) 9 . 2 1 .5

中 浜 村 17 9 . 3 (8 8 . 8 % ) 1 2 .7 . 7 2 .8

大 篠 津村 2 5 . 4 ( 9 1 . 3 % ) 1 .8

和 ~田 村 2 7 . 5 ( 9 9 . 6 % ) 1 .9 0 . 5

住 吉 村 9 3 .7 (9 9 .9 % ) 6 .6 2 . 4

五 千 石 村 4 0 .4 ( 1 .0 % ) 2 . 9

計 1 ,4 14 .2 (8 1 . 1% ) 10 0 . 0 ° ` 1 9 0 . 2

宛 口総 計
田 反 当宛 ロ

(平 均 ) 細 同左 宅 地 同 左

石 　 石 1石 .9 0 6 .9 2 1 0 . 8 6 0 . 5 5 1 .2 2

(注)1.「明治三十八年以降　宛口計算書類留」より作成。
2.「宛ロ」は小作料のこと。

主
と
し
て
の
地
位
を
築
い
た
の
で
あ
る
。
土
地
所
有
の
ピ
ー
ク
を
迎
え

る
大
正
一
二
年
二
九
二
三
)
　
の
状
況
は
第
一
表
の
如
く
で
あ
る
が
、

所
有
地
の
ほ
と
ん
ど
が
弓
浜
部
、
こ
と
に
居
村
お
よ
び
そ
の
周
辺
に
集

中
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
所
有
耕
地
一
四
〇
町
歩
余
の
う
ち
八
割
が
畑

地
で
あ
っ
た
。

2
　
弓
浜
部
の
産
業

ま
ず
弓
浜
部
が
養
蚕
主
菜
地
帯
で
あ
っ
た
こ
と
を
立
証
し
て
お
き
た

い
。
第
三
図
は
昭
和
恐
慌
前
年
に
あ
た
る
昭
和
四
年
二
九
二
九
)
の

デ
ー
タ
に
よ
り
西
伯
郡
内
各
町
村
の
畑
地
率
と
桑
園
率
(
畑
地
中
の
桑

園
の
割
合
)
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
福
米
・
福
生
両
村
を
除
く
弓

浜
部
各
町
村
(
ゴ
チ
ッ
ク
で
示
し
て
い
る
)
は
や
は
り
畑
地
率
が
群
を

抜
い
て
高
く
、
加
え
て
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
六
割
以
上
の
桑
園
率
を
見
せ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
弓
浜
部
の
耕
地
の
過
半
以
上
が
桑
園
で
あ
る
こ

と
を
示
し
、
養
蚕
業
が
主
業
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
つ
け
加

え
て
お
く
な
ら
、
弓
浜
部
以
外
の
町
村
の
う
ち
山
間
部
を
除
く
地
域
(
奥

部
と
称
さ
れ
る
)
は
田
地
率
が
高
く
か
つ
桑
園
率
も
高
い
。
こ
れ
は
米

作
を
主
菜
と
し
し
か
も
畑
を
利
用
し
て
副
業
と
し
て
養
蚕
業
を
盛
ん
に
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営
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
昭
和
九
年
農

林
省
蚕
糸
局
の
「
養
蚕
経
営
調
査
成
績
」
　
で
弓
浜
部
中
浜
村
の
八
戸
も

サ
ン
プ
リ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
が
い
ず
れ
も
上
層
の
主
菜
経
営
で
あ
り
、

山
田
勝
次
郎
が
「
養
蚕
専
業
地
帯
に
し
て
全
国
有
数
の
大
規
模
養
基
地
」

と
し
て
い
る
点
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
よ
▼
璽

し
か
し
、
弓
浜
部
は
元
来
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
綿
作
地
帯
で

あ
っ
た
。
こ
の
地
域
で
綿
作
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
る
の
は
明
和
⊥
安

永
期
(
一
八
世
期
後
半
)
と
言
わ
れ
る
嘩
明
治
二
三
年
(
一
八
九
〇
)

刊
「
鳥
取
県
農
事
調
査
書
」
に
お
い
て
も
「
綿
作
ヲ
為
ス
ノ
地
ハ
会
見

郡
浜
ノ
昌
地
方
ヲ
以
テ
最
ト
シ
」
「
県
下
産
額
拾
分
ノ
八
九
ハ
会
見
郡

10　20　30　40　50　60　70　80　901(氾

畑地率

第3回l西伯郡内各町村の焙地率と桑園率(昭和4年)

(注)1.内閣統計局「農業調査に果報告」による。
2.桑園率は(桑園面積÷加地面積×100)として

算出した。

ノ
産
出
二
係
り
、
他
方
二
輸
出
ス
ル
モ
ノ
亦
夕
共
産
ヲ
以
テ
主
眼
ト
為

ス
」
な
ど
の
記
述
が
見
ら
れ
璽
な
お
一
方
で
会
見
、
汗
入
両
郡
に
お

い
て
明
治
一
〇
年
か
ら
二
一
年
に
至
る
間
に
米
産
額
が
合
計
約
一
〇
万

円
か
ら
四
〇
万
円
へ
と
急
増
し
て
い
る
編
∴
」
れ
は
弓
浜
部
を
除
く
平

野
部
に
お
い
て
綿
作
か
ら
米
作
へ
の
転
換
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
弓
浜
部
に
お
い
て
養
蚕
業
へ
の
転
換
は
い
つ
ご
ろ
行
わ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
大
空
ハ
年
二
九
一
七
)
刊
「
諾
郡
勢
一
斑
」
は
、

こ
の
間
の
状
況
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

主
産
業
の
綿
は
新
進
紡
績
糸
の
為
め
に
、
藍
は
舶
来
染
料
の
為
め

に
全
然
圧
倒
し
尽
さ
れ
、
弓
浜
四
万
の
民
は
如
何
に
其
活
路
を
求

む
る
や
を
憂
へ
し
む
る
に
至
り
L
が
、
天
か
将
た
人
か
、
此
時
に

際
し
て
現
在
の
蚕
業
其
物
の
唱
導
・
実
行
と
は
な
り
来
れ
り
、
…

(
中
略
)
…
此
変
革
は
…
…
明
治
三
十
五
年
頃
の
発
生
に
し
て
、

其
姦
業
の
進
境
は
同
四
十
年
・
四
十
一
年
頃
の
院
な
り
L
と
云

ふ
、

こ
の
記
述
は
第
二
表
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。
右
引
用
史
料

の
省
略
部
分
に
「
甘
藷
は
依
然
」
と
あ
り
・
そ
れ
は
表
中
か
ら
も
罷
認

さ
れ
る
が
、
綿
と
桑
は
明
治
三
〇
年
代
に
拉
立
っ
た
対
照
を
見
せ
て
い

る
の
で
あ
る
。
大
正
四
～
五
年
に
至
る
と
、
産
前
高
で
は
西
伯
部
が
県

全
体
の
四
五
%
を
産
し
、
春
蚕
に
つ
い
て
言
え
ば
弓
浜
部
(
境
町
・
住

吉
村
は
不
明
、
計
一
四
か
村
)
　
で
西
伯
郡
全
比
の
約
六
六
%
の
在
京
高

を
占
め
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
登

以
上
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、
元
来
綿
作
が
中
心
で
あ
っ
た
西
伯
郡
地
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第2表　西伯郡における作付の転換

　＼ 綿 甘　 詣 桑 妾

明治33年 1,324野 1,007㌔丘　 727午 5,87訪 反

〝　42年 39 1. 1 897.5 1,406.7 4 ,825 .2

大正3 年 422.6 910.0 1,616 .5 4 ,456.3

各年度r鳥取県統計書」より作成.
麦は大麦・小麦・裸麦の合計。

L
2
.

注

の
転
換
の
な
か
で
地
主
経
営
、

域
の
う
ち
奥
部
・
汗
入
部
な
ど
平
野
部

に
お
い
て
は
明
治
一
〇
年
代
に
米
作
へ

転
換
し
て
い
き
、
弓
浜
部
で
は
明
治
三

〇
年
代
、
す
で
に
綿
作
が
決
定
的
に
展

望
を
失
う
時
期
に
養
蚕
業
へ
の
転
換
を

始
め
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
に
か

け
て
主
菜
化
し
て
い
っ
た
も
の
と
推
測

し
て
大
過
な
い
だ
ろ
う
。
こ
け
よ
う
に

弓
浜
部
地
域
は
養
蚕
地
帯
と
し
て
は
後

進
地
で
あ
り
、
し
か
も
主
産
業
の
大
転

換
を
経
て
い
る
の
で
、
必
ず
し
も
「
養

蚕
型
」
の
曲
型
と
は
言
え
な
い
が
、
後

進
養
蚕
地
帯
と
し
て
の
事
例
と
い
う
意

味
で
は
恰
好
の
素
材
で
あ
る
と
言
え
よ

う
。
以
上
の
よ
う
な
地
域
産
業
・
経
済

地
主
・
小
作
関
係
は
ど
う
対
応
し
変
化

第3表一　西伯郡小作地率

＼
西 伯 郡

うち
会 見 部

汗 入部 県平 均

明治 16
% % % %

51.2 51.0 52 .2 48 .3

20 56.5 ・52.2 70 .5 54.4

36 58.7 55.2

44 78 .6 63.2

和 4 58 .5　　 56.8
(弓 浜 部49 .8 )

6 1.7 57.5

明治36年の西伯郡は「鳥取県農会報」(注)1
92(1904年5月、県立鳥取図書館蔵)、県

平軸享「鳥取県統計書」による。
2.・昭和4年は前掲内閣統計局「農業調査

結果報告」による。なお弓浜部は16か町
村の数値。

3.その他は有元正雄他「都市別小作地率
の史的分析」(r広島大学文学部紀要144
-2、1984年12月)による。

す
る
の
か
、
「
養
蚕
型
」
と
し
て
の
特
質
は
経
営
次
元
で
ど
の
よ
う
に

現
わ
れ
る
の
か
が
次
節
以
降
の
分
析
課
題
と
な
ろ
う
。

3
、
弓
浜
部
に
ぬ
け
る
地
主
・
小
作
関
係
の
展
開

と
こ
ろ
で
具
体
的
分
析
を
始
め
る
前
に
弓
浜
部
に
お
け
る
地
主
・
小

作
関
係
の
展
開
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
第
三
表
に
よ
っ
て
小
作

地
率
の
展
開
を
確
認
し
て
お
く
と
、
全
休
に
鳥
取
県
の
小
作
地
率
は
高

い
け
れ
ど
も
西
伯
郡
は
常
に
県
平
均
を
上
回
っ
.
て
お
り
、
な
か
ん
ず
く

汗
入
地
方
が
高
い
。
会
見
地
方
は
む
し
ろ
県
平
均
よ
り
も
低
く
、
そ
の

要
因
は
昭
和
四
年
の
デ
ー
タ
か
ら
知
れ
る
よ
う
に
畑
作
地
帯
で
あ
る
弓

浜
部
の
低
さ
で
あ
ろ
う
4
ま
た
明
治
末
年
に
西
伯
郡
の
小
作
地
率
が
急

上
昇
し
て
い
る
が
、
折
り
L
も
弓
浜
部
を
中
心
に
養
蚕
業
が
興
隆
す
る

時
期
で
あ
り
そ
れ
と
の
関
連
も
考
え
ら
れ
る
。

な
お
紙
数
の
関
係
で
表
示
は
省
略
す
る
が
、
大
正
一
一
年
(
一
九
二

二
)
か
ら
昭
和
三
年
二
九
二
八
)
に
至
る
間
の
、
弓
浜
部
の
地
価
三

千
円
以
上
の
地
主
層
の
動
向
を
見
る
な
ら
ば
、
土
地
所
有
を
拡
大
し
た

も
の
一
六
名
、
変
化
な
し
と
見
な
し
う
る
も
の
一
四
名
、
一
い
っ
ぽ
う
所

有
地
を
減
ら
し
た
の
は
五
千
円
台
か
ら
い
っ
き
ょ
に
三
百
円
未
満
へ
没

落
し
た
一
名
だ
け
で
あ
登
後
述
の
よ
う
に
大
正
九
年
に
小
作
争
議
が

お
こ
る
が
、
な
お
地
主
的
土
地
所
有
の
維
持
も
し
く
は
上
昇
傾
向
が
見
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ら
れ
る
の
は
何
故
か
、
こ
の
点
の
解
明
も
一
つ
の
課
題
と
な
ろ
う
。

さ
て
弓
浜
部
の
う
ち
富
益
・
崎
津
以
北
一
〇
か
町
村
の
そ
れ
ぞ
れ
最

上
層
地
主
が
集
ま
っ
て
弓
浜
部
地
主
会
を
結
成
し
て
お
り
、
同
会
が
毎

年
畑
地
小
作
料
の
石
代
金
(
小
作
料
代
金
納
の
た
め
の
一
石
あ
た
り
の

代
金
)
を
定
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
現
在
の
と
こ
ろ
弓
浜
部
地
主

会
が
い
つ
創
立
さ
れ
た
の
か
定
か
で
は
な
い
が
、
明
治
四
〇
年
二
九

〇
七
)
　
こ
ろ
に
は
で
き
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
庄
司
家
は
弓
浜
部
最
大

の
地
主
と
し
て
こ
の
地
主
会
を
リ
ー
ド
し
て
お
り
、
.
こ
こ
で
決
定
さ
れ

た
畑
作
料
の
石
代
金
が
弓
浜
部
の
他
の
地
主
に
ど
れ
だ
け
の
影
響
力
を

持
っ
た
か
定
か
で
は
な
い
が
、
各
町
村
の
最
上
層
地
主
の
一
致
し
た
決

定
だ
け
に
他
の
地
主
も
こ
れ
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
と
も
あ
れ
一
般
に
地
主
会
が
結
成
さ
れ
る
の
は
、
明
治
期
で
あ
れ

ば
産
米
改
良
な
ど
を
機
会
に
、
あ
る
い
は
大
正
期
後
半
小
作
争
議
段
階

を
迎
え
た
対
策
と
し
.
t
と
い
う
場
合
が
少
な
く
な
い
が
、
本
来
各
地
主

の
個
々
の
権
能
に
属
す
る
小
作
料
の
決
定
が
地
主
会
の
機
能
の
な
か
に

含
め
ら
れ
た
の
は
、
そ
し
て
他
へ
の
影
響
は
と
も
か
く
弓
浜
部
一
〇
か

町
村
と
い
う
広
い
範
囲
で
統
一
さ
れ
て
い
た
の
は
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
長
野
県
に
お
い
て
や
は
り
地
主
の
集
会
に
よ
っ
て
加
小
作
料

の
代
金
納
の
相
場
が
決
定
さ
れ
る
「
小
作
米
仕
切
り
」
(
範
囲
は
も
っ

(
l
,
)

と
狭
い
が
)
と
い
う
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
の
を
想
起
す
れ
ば
、
は

な
は
だ
興
味
深
い
。

つ
い
で
に
明
治
三
四
年
(
一
九
〇
一
)
当
時
に
お
け
る
小
作
慣
行
の
う

ち
・
と
く
に
畑
地
小
作
料
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
.
璽
代
金
納
の
相

場
に
つ
い
て
は
米
子
・
住
吉
・
彦
名
・
加
茂
・
福
米
・
中
浜
各
町
村
で
は
「
前

年
十
月
ヨ
リ
其
ノ
年
九
月
マ
テ
ノ
平
均
玄
米
相
場
二
依
り
」
、
残
る
一

一
か
町
村
で
は
「
納
付
当
時
ノ
(
玄
米
の
-
注
)
価
格
二
依
ル
」
も
の
と

さ
れ
て
い
る
。
富
益
の
崎
津
以
北
一
〇
か
町
村
の
う
ち
で
は
中
浜
村
だ

け
が
別
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
当
時
弓
浜
部
地
主
会
が
成
立
し
て
い
た

か
ど
う
か
は
微
妙
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
玄
米
相
場
に
従
っ
て
代
金
納

の
相
場
(
石
代
金
)
が
決
定
さ
れ
て
い
た
点
だ
け
確
認
し
て
お
き
た
い
。

と
の
え

小
作
料
率
に
つ
い
て
は
、
田
地
に
お
け
る
外
江
・
彦
名
両
村
の
五
五
%
以

外
は
五
〇
%
で
あ
る
の
に
対
し
、
畑
地
で
は
住
吉
村
の
五
〇
%
、
彦
名
・

崎
津
両
村
の
四
八
%
以
外
は
四
五
%
と
な
っ
て
お
り
、
言
う
ま
で
も
な

く
田
よ
り
若
干
低
い
が
、
時
期
的
に
綿
作
の
衰
退
と
養
蚕
業
導
入
の
狭

間
に
お
け
る
小
作
料
率
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
注
意
し
て
お
き
た
い
。

な
お
西
伯
郡
内
一
般
の
小
作
慣
行
で
は
あ
る
が
、
居
村
以
外
に
土
地

を
所
有
し
管
理
に
不
便
な
場
合
は
「
中
作
人
苦
ハ
支
配
人
ヲ
置
キ
小
作

地
ノ
整
理
、
小
作
料
ノ
徴
収
、
税
金
納
付
二
係
ル
事
務
ヲ
掌
ラ
シ
メ
」

る
一
方
で
「
地
主
ト
小
作
人
ト
ノ
間
二
立
チ
双
方
ノ
融
和
ヲ
図
ラ
シ
ム
」

役
割
を
担
っ
て
お
り
、
地
代
収
取
を
円
滑
な
ら
し
め
る
た
め
の
管
理
機

構
が
設
置
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

三
　
地
域
経
済
の
動
向
と
地
主
経
営
の
対
応

地
域
経
済
の
転
換
に
対
す
る
地
主
経
営
の
対
応
、
地
主
・
小
作
関
係

再
編
成
へ
の
努
力
に
つ
い
て
、
庄
司
家
に
焦
点
を
あ
て
な
が
ら
検
討
し

て
み
た
い
。
同
家
の
「
差
引
帳
」
を
も
と
に
第
四
表
を
準
備
し
た
が
、

ま
ず
「
差
引
帳
」
の
性
格
に
つ
い
て
二
言
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
同
帳
簿
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の
残
存
は
幕
末
(
文
政
～
慶
応
期
)
と
明
治
二
七
年
二
八
九
四
)
～

昭
和
エ
バ
年
二
九
四
二
と
い
う
状
況
で
あ
る
が
、
明
治
三
五
～
四

三
年
、
大
正
{
ハ
年
は
現
存
し
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
上
述
の
課
題
か
ら

明
治
期
以
降
の
み
扱
か
っ
た
璧
同
帳
簿
は
近
世
の
大
福
帳
の
性
格
を

そ
の
ま
ま
捜
し
て
お
り
、
各
項
日
ご
と
に
金
銭
出
入
を
記
し
て
差
引
き

し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
資
産
構
成
・
金
銭
貸
借
の
状
況
な
ど

は
も
ち
ろ
ん
、
総
体
と
し
て
の
差
引
き
も
な
い
た
め
に
収
支
全
休
の
よ

う
す
も
把
握
で
き
な
い
。
こ
の
た
め
第
四
表
の
(
本
文
末
尾
折
り
込
み

表
参
照
、
以
下
こ
れ
に
同
じ
)
合
計
・
収
支
差
引
き
は
筆
者
の
算
出
に

よ
る
も
の
で
あ
り
、
経
営
分
析
を
行
う
う
え
で
か
な
り
の
限
界
を
蛍
悟

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

1
　
明
治
中
期
の
状
況

あ
て
く
ち

ま
ず
経
営
の
中
枢
た
る
小
作
料
(
宛
口
と
称
さ
れ
て
い
る
)
収
取
の

状
況
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
第
七
表
で
は
〝
宛
ロ
″
と

し
て
一
括
し
て
扱
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
宛
口
米
(
田
小
作
料
)
、
宛

口
金
春
取
立
(
細
裏
作
へ
の
小
作
料
)
、
宛
口
金
冬
取
立
(
佃
表
作
へ

の
小
作
料
)
　
の
三
口
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
二
八
年
度
で
言

え
ば
、
宛
日
米
七
八
石
八
一
二
、
換
算
し
て
]
ハ
一
二
円
七
六
銭
七
、
春

取
立
一
、
四
八
七
円
六
七
践
九
、
冬
取
立
二
、
四
一
七
円
二
三
銭
七
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
納
入
は
庄
司
家
「
雇
人
」
で
あ
る
都
田
曽
平

(
渡
村
、
明
治
三
五
年
地
価
六
四
四
円
)
、
都
田
庄
蔵
(
曽
平
子
か
、

大
正
一
一
年
地
価
二
四
七
円
)
、
遠
藤
増
衛
、
中
嶋
久
栄
、
佐
近
又
四

郎
(
と
も
に
不
明
)
　
の
玉
名
を
通
し
て
な
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
彼

ら
が
中
間
管
理
人
的
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
反
当
り
の
小
作

料
高
は
田
で
九
斗
前
後
、
畑
で
表
・
裏
作
あ
わ
せ
て
六
斗
前
後
と
か
な

り
低
い
の
で
あ
る
(
第
一
表
参
照
)
。

と
こ
ろ
で
「
差
引
帳
」
に
お
け
る
畑
小
作
料
春
取
立
と
冬
取
立
の
年

度
に
つ
い
て
の
取
扱
い
で
あ
る
が
、
明
治
二
八
年
度
「
差
引
帳
」
で
は

二
七
年
度
春
取
立
(
二
八
年
二
～
一
〇
月
徴
収
)
と
二
八
年
度
冬
取
立

(
二
八
年
一
一
月
～
二
九
年
二
月
徴
収
)
を
記
載
し
て
お
り
、
二
八
年

度
春
取
立
は
二
九
年
度
帳
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
冬
作
物

に
対
す
る
小
作
料
徴
収
(
春
取
立
)
は
年
度
と
し
て
は
前
年
度
の
も
の

で
あ
り
な
が
ら
、
実
際
の
徴
収
が
そ
の
年
の
一
〇
月
に
ま
で
ず
れ
込
む

た
め
に
帳
簿
記
載
は
半
年
ず
つ
ず
れ
、
実
質
上
そ
の
年
の
経
営
は
前
年

度
春
取
立
分
を
含
め
て
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
帳
簿

記
載
の
こ
の
よ
う
な
不
合
理
を
庄
司
家
も
感
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
、
明
治
三
五
～
四
三
年
の
「
差
引
帳
」
は
残
存
し
て
い
な
い
が
、
明

治
四
四
年
以
降
の
記
載
形
式
が
変
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

四
四
年
度
「
差
引
帳
」
に
は
四
四
年
度
冬
取
立
(
四
五
年
二
月
の
み
し

か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
い
ち
お
う
四
四
年
一
二
月
よ
り
翌
二
月
ま
で

の
徴
収
と
考
え
ら
れ
る
)
と
四
五
年
度
春
取
立
(
四
五
年
二
～
一
二
月

ま
で
の
徴
収
)
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
㍗
す
な
わ
ち
こ
の
間

に
二
〇
月
が
一
二
月
に
な
っ
て
い
る
が
)
、
前
年
度
春
取
立
を
帳
簿

上
当
年
度
に
切
り
か
え
、
さ
ら
に
そ
れ
を
前
年
の
帳
簿
に
書
き
込
む
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
あ
い
変
ら
ず
(
む
し
ろ
よ

り
大
き
な
)
不
合
理
を
残
し
て
い
る
が
、
こ
の
切
り
か
え
が
い
つ
ど
の

よ
う
に
し
て
行
わ
れ
た
か
、
そ
の
間
の
矛
盾
を
ど
う
処
理
し
た
か
に
つ

79



い
て
は
「
差
引
帳
」
を
欠
く
の
で
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
否
、
む
し

ろ
切
り
か
え
に
よ
る
混
乱
の
結
果
、
こ
の
間
の
「
差
引
帳
」
は
ま
と
ま

っ
た
形
で
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
同
様

の
こ
と
が
大
正
七
年
に
も
行
わ
れ
て
い
る
が
こ
れ
は
後
述
す
る
と
し

て
、
せ
り
あ
え
ず
指
摘
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
第
四
表
の
作
成
に
あ
た

っ
て
〝
宛
口
″
収
入
は
帳
簿
に
記
載
さ
れ
た
鳥
の
に
よ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
以
上
長
々
と
述
べ
た
の
は
、
と
の
切
り
か
え
が
直
接
的
に

は
帳
簿
上
の
不
合
理
是
正
の
た
め
に
行
わ
れ
た
に
せ
よ
、
そ
の
背
景
に

は
綿
作
衰
退
か
ら
養
蚕
業
展
開
と
い
う
地
域
経
済
の
転
換
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
く
わ
し
く
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

さ
て
こ
の
時
期
の
小
作
料
納
入
状
況
を
直
接
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
表
作
で
は
も
は
や
展
望
の
な
い
綿
と
甘
諸
作
、
裏
作
麦

と
い
う
状
態
の
な
か
で
小
作
料
納
入
は
か
な
り
滞
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
は
明
治
三
〇
年
代
に
か
な
り
集
中
し
て
小
作

料
未
納
に
対
す
る
裁
判
所
へ
の
提
訴
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
五

表
に
そ
の
状
況
を
示
し
た
が
、
明
治
三
四
年
以
来
四
度
に
わ
た
っ
て
提

訴
し
裁
判
所
か
ら
小
作
人
に
対
し
て
提
訴
費
用
を
含
め
て
支
払
命
令
が

な
さ
れ
て
い
る
。
な
か
に
は
幕
末
か
ら
の
未
納
分
・
利
子
を
含
め
た
二
、

〇
〇
〇
円
近
く
の
支
払
い
を
命
じ
た
例
も
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
明
治
二

〇
年
代
後
半
か
ら
三
〇
年
代
半
ば
に
か
け
て
の
未
納
分
で
あ
る
。
第
六

表
で
三
八
年
度
分
の
訴
訟
の
対
象
と
な
っ
た
小
作
人
の
地
域
を
確
認
す

る
と
、
庄
司
家
居
村
の
渡
村
が
最
も
多
く
」
隣
村
外
江
・
中
浜
両
村
も

含
め
る
と
件
数
で
全
体
の
三
分
の
二
、
金
額
で
は
約
八
割
近
く
に
の
ぼ

る
の
で
あ
る
。
他
の
年
で
地
域
の
判
明
す
る
限
り
で
も
同
様
の
傾
向
で

あ
り
、
三
八
年
度
に
特
別
に
居
村
・
周
辺
を
対
象
に
し
た
と
い
う
の
で

は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
所
有
地
が
地
元
周
辺
に
集
中
し
て
い
る

こ
と
と
も
関
係
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
庄
司
家
の
威

光
が
十
分
及
ぶ
範
囲
に
お
い
て
し
か
も
中
間
管
理
機
構
が
あ
り
な
が

ら
、
そ
れ
ら
が
円
滑
に
機
能
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
の
西

伯
郡
の
小
作
慣
行
で
は
、
小
作
料
の
怠
納
に
対
し
て
「
先
ツ
小
作
人
及

保
証
人
二
対
シ
テ
督
促
ヲ
為
シ
、
尚
納
付
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
小
作
地
ヲ
引

揚
ケ
怠
納
セ
シ
小
作
料
ハ
訴
訟
ヲ
提
起
シ
テ
皆
済
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア

リ
」
と
い
う
状
況
で
あ
る
が
、
か
か
る
強
硬
手
段
は
「
稀
二
見
ル
ト
コ

ロ
」
で
あ
っ
た
と
い
.
葱
お
そ
ら
く
庄
司
家
も
様
々
な
手
段
で
未
納
小

作
料
納
入
の
督
促
を
行
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
農
業
構
造
転
換
の
狭
間
に

お
け
る
小
作
経
営
の
不
安
定
性
と
そ
れ
に
よ
る
小
作
料
的
人
事
の
悪
化

か
ら
く
る
地
主
経
営
の
大
き
な
危
機
の
表
現
が
こ
の
よ
う
な
強
硬
手
段

で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
よ
う
。

さ
て
地
主
経
営
と
地
域
経
済
と
の
関
わ
り
を
端
的
に
示
す
も
の
は
資

金
運
用
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
の
側
面
を
第
七
表
の
利
子
・
配
当
か
ら

見
て
お
こ
う
。
明
治
期
に
借
入
金
に
対
す
る
利
払
い
が
全
く
な
か
っ
た

と
は
考
え
が
た
い
が
、
.
帳
簿
の
上
か
ら
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と

に
か
く
明
治
末
年
ま
で
含
め
て
個
人
貸
付
に
対
す
る
利
子
収
入
が
七
割

前
後
を
占
め
、
株
式
配
当
・
公
債
利
子
は
あ
わ
せ
て
二
割
強
に
す
ぎ
な

い
。
株
式
配
当
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
く
と
、
明
治
三
三
年
二
九
〇

〇
)
　
で
配
当
全
体
の
三
分
の
二
に
あ
た
る
三
九
二
円
が
米
子
銀
行
か
ら

の
配
当
、
こ
れ
に
鳥
取
県
農
工
銀
行
の
一
二
〇
円
を
加
え
る
な
ら
ほ
ぼ

九
割
が
地
元
(
県
内
)
銀
行
か
ら
の
配
当
で
あ
る
。
四
四
年
で
も
や
は
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鳥取県弓ヶ浜地方における大地主庄司家の分析(勝部)

り
八
割
五
歩
を
占
切
る
が
、
同
時
に
米
子
銀
行
、
第
三
銀
行
境
支
店
の

定
期
預
金
な
ど
の
利
子
が
五
]
ハ
五
円
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
株
価
、

預
金
元
金
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
か
ク
に
利
子
率
六
%
程
度
せ

す
る
と
株
価
一
～
二
万
円
、
預
金
元
金
は
一
万
円
前
後
と
な
り
、
小
作

料
収
入
七
千
～
一
万
円
と
い
う
規
模
に
比
す
る
な
ら
か
な
り
積
極
的
に

地
元
銀
行
(
支
店
)
と
の
関
わ
り
を
持
と
う
と
し
て
い
た
と
評
し
う
る

だ
ろ
う
。

.
と
こ
ろ
で
領
の
う
え
で
は
圧
倒
的
な
個
人
に
対
す
る
貸
付
で
あ
る

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
概
略
の
み
示
し
て
お
こ
う
。
明
治
三
三
年
を
例

に
と
る
と
貸
付
対
象
(
利
子
支
払
老
)
は
二
八
名
、
う
ち
一
三
名
の
地

価
が
判
明
す
る
が
、
こ
と
に
利
子
五
〇
円
以
上
を
支
払
う
八
名
の
う
ち

一
ハ
名
は
い
ず
れ
も
地
価
一
千
～
五
千
円
の
中
地
主
で
あ
る
。
利
子
二
五

円
以
下
の
二
〇
名
中
に
は
地
価
五
〇
〇
円
～
一
千
円
台
の
中
小
地
主
層

と
、
庄
司
家
番
頭
・
雇
人
お
よ
び
小
作
人
と
推
測
さ
れ
る
者
も
含
ま
れ

て
い
る
(
但
し
先
の
小
作
料
未
納
の
被
提
訴
人
は
見
当
ら
な
い
)
。
明

治
四
四
年
を
見
て
も
同
じ
傾
向
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
注
目
さ

れ
る
の
は
庄
司
家
が
主
な
貸
付
対
象
と
し
て
い
る
中
小
地
主
の
な
か
に

諸
営
業
を
営
む
者
が
何
人
か
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
明
治
三
三

年
で
言
え
ば
渡
村
松
本
久
太
郎
(
明
治
三
五
年
所
有
地
価
一
、
三
七
四

円
)
「
金
銭
貸
付
」
、
境
町
柏
木
節
雄
(
同
一
、
八
]
ハ
三
円
)
は
「
製
造

及
運
送
」
業
、
明
治
四
四
年
で
は
渡
村
松
本
喜
八
郎
(
地
価
六
九
九
円
)

「
製
造
」
業
、
同
渡
辺
貞
六
郎
(
明
治
三
五
年
地
価
不
明
、
大
正
二

年
四
二
四
円
)
「
問
屋
」
業
な
ど
と
な
っ
て
い
登
　
「
製
造
」
等
の
内

容
ま
で
は
判
明
し
か
ね
る
が
、
庄
司
家
は
居
村
あ
る
い
は
境
町
な
ど
の

中
小
地
主
の
営
む
諸
営
業
に
対
し
て
資
金
を
融
通
し
こ
れ
ら
を
吸
着
基

盤
に
据
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
蓄
積
の
構
造

も
明
治
末
期
ま
で
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
大
正
期
に
な
る
と
様
相

が
変
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
庄
司
家
の
資
金
遥
l
用

を
地
域
的
に
見
れ
ば
、
居
村
を
中
心
に
境
町
・
米
子
町
に
至
る
せ
い
ぜ

い
弓
浜
部
の
範
囲
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。

最
後
に
二
点
だ
け
つ
け
加
え
て
お
く
と
、
一
つ
は
い
ま
だ
商
人
と
し

て
の
性
格
を
保
持
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
四
裏
目
の
明
治
二
八
年
に

は
前
年
度
に
購
入
し
た
繰
綿
を
中
心
に
松
江
方
面
な
ど
に
売
却
し
た
粗

収
益
が
計
上
さ
れ
て
い
る
(
同
表
注
2
参
照
)
。
こ
の
よ
う
な
性
格
は

以
後
も
払
拭
さ
れ
ず
、
時
々
の
地
域
産
業
の
展
開
に
沿
う
形
で
商
業
利

潤
を
追
求
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

も
う
;
は
明
治
二
九
年
(
一
八
九
]
ハ
)
よ
り
「
齢
鮮
」
と
し
て
種

肥
料
を
毎
年
少
し
ず
つ
支
出
し
は
じ
め
る
。
こ
の
種
子
・
肥
料
購
入
は

お
そ
ら
く
手
作
経
営
の
た
め
の
も
.
の
で
あ
ろ
う
が
、
規
模
∴
労
働
力
収

益
な
ど
は
「
差
引
帳
」
か
ら
は
皆
目
わ
か
ら
な
い
。
実
際
に
手
作
経
営

を
営
ん
で
い
た
と
す
れ
ば
経
営
上
実
に
多
面
的
な
性
格
を
有
し
て
い
た

と
評
し
え
よ
う
。

2
.
　
明
治
末
～
大
正
中
期
の
状
況

養
蚕
業
の
興
隆
に
対
し
て
、
庄
司
家
を
筆
頭
と
す
る
弓
浜
部
地
主
会

が
小
作
料
(
石
代
金
)
決
定
の
シ
ス
テ
ム
を
改
変
し
よ
う
と
検
討
し
は

じ
め
る
が
、
そ
れ
ら
を
具
さ
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

先
に
養
蚕
業
の
主
菜
化
を
伴
う
発
展
の
時
期
を
明
治
末
期
か
ら
と
推
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定
し
た
が
、
地
主
会
が
明
確
な
対
応
を
見
せ
は
じ
め
る
の
は
大
正
期
に

は
い
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
大
正
三
年
度
地
主
会
に
提
出
さ
れ
た
〝
参
考

書
類
〟
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
竪

小
作
人
作
物
収
入
予
算
額

一
、
桑
畑
一
反
歩
二
付
平
均
(
桑
木
共
)
四
百
貫
目
ノ
収
穫
ト
シ
テ
、

此
元
買
春
蚕
二
三
十
弐
円
ノ
収
入
(
但
十
貫
目
二
付
八
十
銭
)
、

及
夏
秋
蚕
壱
反
歩
二
付
平
均
正
業
百
貫
目
ノ
収
穫
ト
シ
テ
此
売
買

.
十
五
円
ノ
収
入
(
但
十
貫
目
二
付
壱
円
五
十
銭
)

〆
四
十
七
円
也

右
二
対
ス
ル
春
蚕
ノ
施
肥
料
壱
反
歩
二
付
十
円
也
、
及
夏
秋
蚕
ノ

施
肥
料
壱
反
歩
二
付
十
五
円
也
、
尚
壱
反
歩
二
対
ス
ル
宛
口
米
平

均
五
斗
、
代
金
七
円
五
十
践
(
但
壱
升
二
付
十
五
銭
)

〆
三
十
弐
円
五
十
銭

差
引
十
四
円
五
十
銭
　
収
入

地
主
会
が
収
支
予
想
を
行
う
の
は
こ
れ
が
初
見
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

労
賃
が
考
最
さ
れ
て
お
ら
ず
ま
た
農
器
具
減
価
償
却
費
も
計
上
さ
れ
ず

収
支
と
し
て
は
不
完
全
で
あ
る
(
そ
れ
ら
を
計
上
す
れ
ば
お
そ
ら
く
赤

字
に
な
る
だ
ろ
う
)
。
労
賃
に
つ
い
て
は
、
こ
の
す
ぐ
後
に
検
討
さ
れ

て
い
る
普
通
畑
(
平
松
)
や
養
蚕
経
営
の
収
吾
お
い
て
は
計
上
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
取
扱
い
は
統
一
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
い

ず
れ
に
し
て
も
「
宛
日
米
代
金
決
定
ハ
…
…
旧
来
ノ
習
慣
ニ
ノ
ミ
拠
ル

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

モ
ノ
ニ
シ
テ
根
拠
ト
ナ
ル
ベ
キ
モ
ノ
ハ
其
年
内
二
於
ケ
ル
米
価
ヲ
以
テ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

唯
一
ノ
標
準
ト
ナ
セ
リ
、
然
ル
ニ
当
地
方
ノ
如
キ
状
態
ニ
ア
ル
土
地
ハ
、

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

米
価
ハ
農
民
ノ
経
済
二
全
ク
没
交
渉
ノ
モ
ノ
ト
ナ
レ
リ
、
故
〓
是
レ
ガ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

決
定
方
法
ハ
農
民
ノ
収
支
計
算
ヲ
明
ラ
カ
ニ
シ
、
更
二
土
地
ノ
価
値
ヲ

考
慮
シ
テ
決
定
ス
べ
キ
モ
ノ
ト
信
羞
」
　
(
傍
点
引
用
老
)
と
い
う
方
向

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

に
沿
っ
て
石
代
金
決
定
方
法
の
検
討
が
進
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

大
正
六
年
(
一
九
一
七
)
地
主
会
に
お
い
て
は
、
よ
り
深
く
か
つ
よ

り
包
括
的
に
検
討
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

大
正
六
年
度
桑
園
二
於
ケ
ル
小
作
人
ノ
収
支
計
算
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収
　
　
入

(
マ
　
　
　
　
マ
)

量

　

目

木
込

春
　
四
百
賃

正
妻

秋
　
弐
百
賃

価
　
格

捨
六
銭
曾

山
ハ
拾
四
円

瑠
璃
円

計
壱
百
四
十
四
円
也

宛
日
米

弐
斗
四
升

三
斗
六
升

六
斗

肥

　

料

知
癖
貰

〃

代
　
金

拾
円
弐
拾
銭

拾
四
円

計
弐
拾
四
円
弐
拾
践

差
引
壱
百
拾
九
円
八
十
銭
也
　
人
夫
一
ハ
十
人

備
考

人
夫
六
十
人
ヲ
以
テ
一
反
歩
ヲ
耕
作
ナ
シ
待
ル
ト
ス
レ
バ
、
年
中

弐
百
四
拾
日
労
働
ス
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
モ
四
反
ノ
耕
作
ヲ
ナ
シ
得
、

即
一
人
ニ
テ
壱
百
十
九
円
ノ
四
倍
四
百
七
拾
九
円
弐
拾
銭
ノ
収
入

ア
リ
、
今
人
夫
賃
一
日
七
拾
践
ト
シ
テ
差
引
ク
時
ハ
参
百
拾
壱
(
弐

百
四
十
人
ノ
七
十
践
　
壱
百
⊥
ハ
十
八
円
也
)
ノ
純
益
ア
リ
、
一
反

歩
ト
シ
テ
一
升
当
り
壱
円
弐
拾
九
銭
余
ナ
リ
、

傍
線
原
文
。
な
お
こ
の
後
に
続
く
労
賃

六
十
銭
の
場
合
の
検
討
は
省
略
。

こ
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
一
言
述
.
へ
て
お
く
と
、
備
考
の
計
算
で
は

一
人
四
反
の
耕
作
と
し
て
い
る
が
こ
れ
を
反
当
り
に
換
算
す
れ
ば
左
の

よ
う
に
な
る
。
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収　入144円

肥料代　24円20主要

差　引119円80皇宅　-11)

労賃(1人70浅、60日)

70妾宅×60=42円一同

宛ロ(6斗あたり)金額

(1ト回=77円80践　131

宛ロ1升あたり代金

(3)÷60=1円29践6

す
な
わ
ち
こ
の
計
算

に
し
た
が
え
ば
小
作
料

(
石
代
金
)
を
一
升
当

り
一
円
二
九
践
余
に
決

定
す
れ
ば
、
一
反
に
つ

き
七
七
円
八
〇
銭
の
宛

口
代
金
を
支
払
う
こ
と

に
な
n
ソ
な
お
か
つ
肥
料

代
、
一
日
あ
た
り
七
〇

銭
の
労
賃
が
確
保
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
、
さ
ら
に
こ
の
結
果
小
作
料
率
は
五
四
%
と
な
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
労
賃
の
成
立
を
認
め
全
剰
余
を
小
作
料
と
し
て
吸
収

し
よ
う
と
す
る
シ
ス
テ
ム
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
こ
れ
が
実
現
し
た

な
ら
ま
さ
に
「
利
潤
の
成
立
を
許
さ
ぬ
地
代
範
疇
」
と
な
る
。
l

と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
数
値
が
地
主
会
(
お
そ
ら
く
立
案
者
は
庄
司
家

の
番
頭
ク
ラ
ス
の
老
で
は
な
か
ろ
う
か
)
　
の
悉
意
・
作
為
に
よ
る
も
の

か
ど
う
か
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
結
論
を
先
に
述
べ
る
と

必
ず
し
も
作
為
を
感
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
え
る
。
大
正
五
年
か

ら
六
年
に
か
け
て
諸
物
価
の
上
昇
が
見
ら
れ
地
主
会
が
ど
の
時
点
で
調

.
へ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
桑
葉
価
格
で
は
春
貫
当
り
〓
ハ

銭
、
秋
四
〇
銭
の
見
積
り
に
対
し
大
正
六
年
度
西
伯
郡
平
均
鮎
で
は
春

二
八
銭
八
厘
、
秋
二
九
銭
一
厘
で
、
こ
れ
を
も
と
に
換
算
す
る
と
一
七

三
円
四
〇
銭
の
収
入
と
な
り
結
果
的
に
地
主
会
側
見
積
り
は
三
〇
円
ほ

ど
低
い
こ
と
に
な
る
。
地
主
会
側
で
は
収
入
を
高
く
見
積
る
方
が
有
利

で
あ
る
。
肥
料
で
は
当
時
と
し
て
は
高
圧
な
「
焦
′
桧
」
を
想
定
し
て

い
る
が
、
鳥
取
県
内
務
部
勧
業
課
も
「
本
肥
料
(
錬
〆
粕
-
注
)

〓
二
こ

ハ
重
二
西
伯
郡
弓
浜
地
方
ノ
桑
肥
料
ト
シ
テ
使
用
セ
ラ
ル
ー
モ
ノ
」
と

把
握
し
て
お
矩
実
態
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
価
格
は

平
均
一
〇
貫
当
り
六
円
〇
五
銭
の
見
積
り
で
あ
る
が
、
大
正
六
年
米
子

(押)

相
場
は
]
ハ
円
二
九
銭
、
境
相
場
六
円
二
六
銭
な
の
で
さ
ほ
ど
違
い
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
労
賃
に
つ
い
て
も
六
〇
～
七
〇
銭
の
見
積
り
に
対
し
米

子
・
境
と
も
⊥
ハ
○
銭
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
地
主
会
が
小
作
料
を
高
め

ん
が
た
め
作
為
的
な
数
字
を
用
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

同
様
の
計
算
を
平
佃
に
つ
い
て
も
行
っ
て
い
る
が
、
甘
藷
・
裸
麦
作

に
反
当
九
〇
人
の
労
働
力
を
計
上
し
て
一
五
円
三
〇
銭
の
赤
字
と
な
っ

て
お
り
、
計
算
上
は
小
作
料
を
と
る
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
そ
こ
で
「
是

レ
ヲ
平
均
シ
テ
桑
園
・
平
細
ヲ
等
分
二
耕
作
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
レ
バ
、
年

中
六
十
銭
ノ
労
賃
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
、
尚
一
升
二
付
四
拾
弐
銭
ノ
宛

口
米
代
金
ヲ
支
払
フ
余
裕
ア
ル
モ
ノ
ナ
具
」
と
の
結
論
を
得
る
の
で
あ

る
。つ

づ
い
て
今
度
は
「
地
主
ト
シ
テ
自
己
ノ
所
有
土
地
ヨ
リ
六
分
ノ
利

益
ヲ
得
ン
ト
シ
テ
採
算
セ
バ
左
ノ
如
シ
」
と
利
子
率
の
観
点
か
ら
検
討

を
行
う
。
.

現
今
六
升
ノ
評
価
ノ
土
地
平
均
価
格
ヲ
拾
八
円
ト
見
倣
ス
時
ハ
其

地
価
ハ
拾
五
円
也
、
地
租
及
其
附
加
税
合
計
壱
円
六
拾
五
銭
ヲ
要

ス
ル
モ
ノ
ト
ス
レ
バ
拾
弐
円
四
拾
五
銭
ヲ
徴
収
セ
ザ
ル
べ
カ
ラ

ズ
、
然
レ
バ
一
升
ノ
代
価
ハ
弐
拾
銭
七
厘
ト
ナ
ル
べ
シ
、

83
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線
原
文
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こ
の
計
算
も
少
し
注
意
を
要
す
る
。
六
升
、
一
八
円
は
一
畝
当
り
で

反
当
六
斗
、
一
八
〇
円
と
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、
地
価
一
五
円
は
反
当

と
考
え
ね
ば
あ
と
の
計
算
が
成
り
た
た
な
い
。
す
な
わ
ち
反
当
に
換
算

す
れ
ば
左
の
よ
う
な
計
算
と
な
る
.
。

反当宛ロ6斗の土地評価額

180円　　　　　　■1主

同上法定地価

15円・'　　　　　づ2)

地虹・付加税

(2)×11%=1円65銭　「〈3)~

土地資本利子

(.1)×6%=10円鵬ニー(4)
宛ロ(6斗)・一金額

(3汁(4)=12円45銭　　一15)

宛ロ1升当り代金

(5)÷60=20銭7厘5

こ
の
よ
う
に
利
子
率
六
%
確
保
の
点
か
ら
は
、
石
代
金
一
升
に
つ
き

二
〇
銭
七
厘
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
。

結
局
大
正
⊥
ハ
年
度
の
決
定
額
は
、
渡
・
外
江
両
村
が
二
一
銭
、
境
町

・
上
道
・
余
子
両
村
が
二
三
銭
、
中
浜
村
以
南
は
二
二
銭
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
よ
う
に
地
域
に
よ
す
差
が
あ
る
の
は
綿
作
時
代
以
来
の
宛
口
掛
米

(
一
反
当
り
の
宛
口
米
)
が
地
域
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
お
り
、
金
額
と

の
か
け
合
わ
せ
で
そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

地
主
会
で
は
大
正
七
年
に
こ
の
地
域
区
分
を
改
定
し
、
さ
ら
に
翌
八

年
に
は
こ
の
掛
米
の
基
準
自
体
の
検
討
を
も
行
お
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
そ
れ
ま
で
五
～
六
段
階
に
区
分
さ
れ
て
い
た
掛
米
の
基
準

が
「
如
何
ニ
…
…
不
公
平
ナ
ル
宛
ロ
ヲ
徴
ス
ル
ヤ
ハ
明
カ
」
で
あ
る
と

し
、
「
級
等
ヲ
多
ク
シ
彗
感
公
平
ナ
ル
所
匿
ヲ
取
ル
」
た
め
に
一
五

段
階
と
い
う
緻
密
な
区
分
に
編
成
し
な
お
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
大
正
七
年
に
庄
司
家
と
小
作
人
の
間
で
紛

擾
が
生
じ
て
い
る
た
め
、
新
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
宛
口
代
金
が
「
如
何
ニ

…
…
当
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
錐
モ
、
…
…
目
下
地
主
・
小
作
人
関
係

ノ
面
自
力
ラ
ザ
ル
今
日
当
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ト
云
ヒ
難
シ
」
と
さ
れ
、
そ

の
実
施
は
阻
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
地
方
先
駆
者
」
を
以
て
自

認
す
る
庄
司
家
・
地
主
会
は
な
お
「
順
次
時
勢
二
応
シ
テ
改
正
シ
、
之

レ
ガ
完
成
ヲ
十
ヶ
年
ト
セ
バ
先
ヅ
永
年
計
画
ナ
レ
リ
」
と
、
ね
ぼ
り
強

く
シ
ス
テ
ム
改
編
の
方
向
を
探
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
綿
作
か
ら
養
蚕
業
へ
の
転
換
に
対
応
し
て
、
地
主
側
も
小
作
料
決

定
の
し
く
み
を
扱
底
か
ら
再
編
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ

う
0

さ
ら
に
大
正
三
年
度
地
主
会
に
お
い
て
は
、
小
作
年
度
の
切
り
換
え

の
時
期
も
検
討
さ
れ
て
い
る
。

第
二
審
　
年
度
替
掛
換
ノ
時
期
変
換
ノ
件

従
来
ハ
六
月
ヲ
以
テ
(
春
作
ヲ
終
リ
タ
ル
時
)
掛
換
ヲ
行
ヒ
タ
ル

ヲ
以
テ
事
実
上
夏
作
ヲ
第
一
作
ト
シ
、
麦
作
ヲ
第
二
作
ト
セ
シ
カ
、

桑
作
発
達
其
他
不
便
少
ナ
カ
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
菱
ヲ
第
一
作
ト
シ
夏

作
ヲ
第
二
作
ト
シ
、
掛
換
時
期
ハ
拾
l
月
一
日
ヨ
リ
翌
年
拾
月
ノ

末
日
ト
ナ
ス
コ
ト

同
時
に
「
事
実
上
小
作
人
ノ
比
較
的
経
済
ノ
豊
ナ
ル
ハ
養
蚕
ヲ
柊
へ

タ
ル
時
ナ
ル
ヲ
以
テ
」
小
作
料
の
徴
収
を
六
月
・
十
月
の
二
期
と
す
る

84
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か
、
六
月
一
期
と
す
る
か
も
検
討
さ
れ
て
い
る
(
第
三
審
)
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
前
述
し
た
「
差
引
帳
」
に
お
け
る
宛
口
代
金
の
年
度
記
載
の

問
題
に
つ
い
て
、
庄
司
家
が
ど
の
よ
う
な
方
向
を
追
求
し
よ
う
と
し
て

い
た
が
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
前
述
し
た
よ
う
に

冬
取
立
⊥
春
取
立
の
形
式
を
惨
正
す
.
へ
く
春
取
立
l
冬
取
立
に
転
換
し

た
が
、
春
取
立
が
前
年
度
帳
簿
に
く
り
込
ま
れ
る
大
き
な
不
合
理
を
残

し
て
し
ま
っ
た
。
「
桑
作
発
達
」
「
不
便
少
ナ
カ
ラ
ザ
ル
」
た
め
何
と
し

て
も
春
蚕
収
入
に
対
す
る
春
取
立
l
夏
作
に
対
す
る
冬
取
立
と
い
う
徴

収
方
法
を
確
立
し
て
、
形
式
と
実
質
の
統
一
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
庄
司
家
「
差
引
帳
」
に
お
い
て
は
大
正
六
年

ま
で
は
従
来
通
り
の
形
式
で
、
八
年
か
ら
春
取
立
(
三
～
一
〇
月
)
l

冬
取
立
(
一
一
～
翌
二
月
)
　
の
形
式
に
改
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
大
正

七
年
「
差
引
帳
」
を
欠
く
の
も
、
前
同
様
こ
の
切
り
換
え
の
た
め
で
あ

ろ
う
。さ

て
前
述
し
た
よ
う
に
明
治
末
期
ま
で
中
小
地
主
を
対
象
と
す
る
利

貸
し
が
な
お
健
在
で
あ
っ
た
が
、
前
掲
第
七
表
の
よ
う
に
大
正
八
年
(
一

九
一
九
)
に
は
株
式
配
当
が
完
全
に
凌
駕
し
、
利
子
・
配
当
収
入
全
休

の
九
二
%
を
占
め
る
ま
で
に
至
る
の
で
あ
る
。
同
表
に
は
あ
げ
て
い
な

い
が
大
正
四
年
に
す
で
に
三
分
の
二
を
こ
え
て
お
り
、
大
正
初
年
段
階

で
利
貸
経
営
か
ら
株
式
投
資
へ
と
重
点
を
移
し
た
と
言
え
よ
う
。
大
正

八
年
の
数
値
で
も
米
子
銀
行
・
農
工
銀
行
の
二
行
は
や
は
り
群
を
抜
い

て
お
り
(
配
当
収
入
中
あ
わ
せ
て
四
八
%
)
、
そ
の
他
京
都
電
燈
(
同

じ
く
三
七
%
)
、
境
電
気
・
山
陰
電
気
、
山
陰
実
業
銀
行
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
資
本
市
場
を
通
し
て
地
域
経
済
と
の
接
触
が
ま
す
ま
す
渡

密
と
な
っ
た
と
言
え
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
投

資
の
拡
大
は
必
然
的
に
役
員
就
任
へ
と
結
び
つ
い
て
ゆ
く
。
庄
司
廉
は

明
治
四
四
年
(
一
九
一
二
境
電
気
取
締
役
、
翌
大
正
元
年
米
子
銀
行

取
締
役
・
同
五
年
農
工
銀
行
取
締
役
へ
と
そ
れ
ぞ
れ
就
任
し
て
い
撃

但
し
庄
司
家
が
弓
浜
部
地
域
社
会
に
お
い
て
占
め
る
位
置
か
ら
す
れ

ば
、
む
し
ろ
遅
き
に
失
し
た
と
も
言
え
な
く
も
な
い
r
。
い
ず
れ
に
し
て

も
役
員
就
任
が
庄
司
家
に
も
た
ら
し
た
影
響
は
今
の
と
こ
ろ
明
ら
か
に

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
一
般
的
な
言
い
方
を
す
る
な
ら
、
と
く
に

銀
行
役
員
へ
の
就
任
を
通
し
て
地
域
経
済
の
金
融
的
中
核
へ
参
画
せ
し

め
、
そ
の
指
導
的
地
位
に
立
た
し
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
大
正
八

年
で
は
ま
だ
小
作
料
収
入
が
利
子
・
配
当
収
入
を
上
回
っ
て
い
た
点
は

指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

l
　
最
後
に
第
四
裏
目
の
大
正
四
年
繭
売
買
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
商
人
的

性
格
の
残
存
が
認
め
ら
れ
る
が
、
ま
た
別
に
明
治
四
四
年
乾
繭
場
を
起

工
し
て
大
正
二
年
か
ら
庄
司
家
土
地
部
付
設
と
し
て
繭
市
場
を
開
き
、

養
蚕
農
民
と
製
糸
業
者
と
の
商
取
引
の
仲
介
を
始
め
た
の
で
あ
る
。
そ

の
「
動
機
」
を
庄
司
家
に
言
わ
し
め
れ
ば
、
養
蚕
業
発
展
と
地
元
製
糸

業
立
遅
れ
と
の
不
均
衡
か
ら
信
州
等
大
製
糸
資
本
が
繭
買
付
に
来
る
よ

う
に
な
り
、
し
ば
し
ば
地
元
養
蚕
家
が
不
利
な
取
引
を
強
い
ら
れ
た
り

「
品
質
二
依
ル
等
差
ヲ
更
二
附
ス
ル
ナ
ク
、
延
ヒ
テ
粗
放
多
収
穫
ノ
傾

向
ヲ
助
長
」
し
て
い
る
た
め
に
、
「
独
り
養
蚕
家
ノ
損
害
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、

当
家
二
町
十
五
ケ
村
一
千
有
余
ノ
小
作
老
二
於
ケ
ル
一
大
事
ニ
シ
テ
、
ノ

而
カ
モ
地
方
農
村
ノ
振
否
隆
替
二
関
ス
ル
モ
ノ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

登
た
め
に
大
洋
二
〇
年
ま
で
は
生
産
者
・
売
り
手
の
手
数
料
を
全
免
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し
、
購
前
者
の
手
数
料
お
よ
び
乾
繭
料
の
み
で
経
営
し
た
と
い
う
。
繭

市
場
経
営
の
分
析
は
こ
こ
で
は
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
「
差
引
帳
」

か
ら
だ
け
で
は
把
捉
で
き
な
い
側
面
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
だ

け
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

四
　
地
域
経
済
の
展
開
と
小
作
人
経
済

1
　
小
作
農
民
の
経
済
的
進
展

以
上
の
よ
う
な
過
程
の
な
か
で
小
作
人
の
経
済
が
ど
の
よ
う
に
展
開

し
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
は
、
「
養
蚕
型
」
解
明
の
う
え
か
ら
も
重
要

な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
が
、
小
作
経
営
の
実
態
を
示
す
よ
う
な
統
計
・
資

料
は
現
在
の
と
こ
ろ
見
出
せ
な
い
。
r
や
む
な
く
前
述
し
て
き
た
弓
浜
部

地
主
会
の
収
支
見
積
り
等
間
接
的
な
も
の
に
拠
り
な
が
ら
小
作
経
営
像

に
迫
っ
て
み
た
い
。

さ
て
地
主
会
の
収
支
見
積
り
が
必
ず
し
も
作
為
的
な
数
値
で
な
い
こ

と
は
す
で
に
確
認
し
た
が
、
そ
の
値
に
拠
り
つ
つ
小
作
料
を
各
年
度
に

決
定
さ
れ
た
石
代
金
で
換
算
し
た
の
が
第
八
表
で
あ
る
。
こ
こ
で
最
も

注
目
し
た
い
の
は
小
作
料
率
で
あ
る
。
大
正
六
年
に
つ
い
て
見
れ
ば
、

前
述
し
た
よ
う
に
地
主
会
が
収
支
計
算
の
な
か
で
労
賃
と
の
競
合
に
よ

っ
て
算
出
し
た
一
升
当
り
一
円
二
九
銭
と
い
う
石
代
金
で
あ
れ
ば
五
四

%
の
小
作
料
率
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
二
一
～
二
三
銭

に
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
第
八
表
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
渡
・
外
江
両

村
の
桑
畑
で
は
九
・
五
%
、
中
浜
村
以
南
で
も
一
〇
・
四
%
、
平
松
で

は
一
八
%
前
後
と
、
と
も
に
き
わ
め
て
低
い
小
作
料
率
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
大
正
三
・
九
・
一
二
年
で
は
桑
薬
価
格
の
低
さ
と
、
と
く

に
九
年
以
降
は
労
賃
の
高
騰
と
に
よ
っ
て
収
支
の
う
え
で
は
マ
イ
ナ
ス

に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
小
作
料
率
は
二
〇
%
以
下
で
あ
る
。
六

年
二
四
年
の
よ
う
に
好
況
の
も
と
で
は
労
賃
も
成
立
し
、
小
作
料
を

支
払
っ
て
も
な
お
相
当
の
利
潤
を
得
た
こ
と
に
な
る
。
数
字
の
み
か
ら

言
え
ば
、
明
ら
か
に
剰
余
価
値
の
一
部
に
制
限
さ
れ
た
地
代
水
準
で
あ

る
。
と
は
言
え
こ
れ
を
資
本
制
的
地
代
と
見
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
が
、

米
作
地
帯
に
お
い
て
は
お
よ
そ
考
え
ら
れ
な
い
こ
の
よ
う
な
小
作
料
率

の
低
さ
を
実
現
さ
せ
た
も
の
は
、
反
当
り
平
均
六
斗
と
い
う
よ
う
な
畑

作
地
帯
小
作
料
(
宛
口
掛
米
)
の
低
さ
と
大
戦
景
気
な
ど
市
場
条
件
の

有
利
性
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
第
九
表
の
養
姦
収
支
を
見
る
と
、
た
ま
た
ま
景
気
の
よ
く
な

い
年
の
デ
ー
タ
し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
利
潤
を
確
保
し

て
い
る
。
当
然
と
亭
え
ば
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
重
義
経
営
そ
の
も
の

に
は
小
作
料
が
課
せ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
、
現
実
に
は
養

蚕
収
入
で
小
作
料
を
支
払
う
に
し
て
も
、
こ
の
際
非
常
に
重
要
な
ポ
イ

ン
ト
に
な
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
大
戦
景
気
下
で
小
作
料
負
担
が
実
質
的

に
非
常
に
低
減
化
し
た
桑
園
経
営
と
、
小
作
料
に
捕
捉
さ
れ
な
い
蓋
茎

経
営
と
の
有
利
性
の
結
合
は
、
小
作
農
民
の
経
済
的
進
展
に
大
き
な
展

望
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
付
言
す
る
な
ら
、

地
主
側
は
あ
く
ま
で
土
地
(
小
作
料
)
を
通
し
て
し
か
養
蚕
収
入
を
描

捉
で
き
な
い
、
す
な
わ
ち
桑
園
小
作
料
を
ど
れ
ほ
ど
あ
げ
う
る
か
が
一

つ
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
小
作
人
側
は
土
地
(
小
作
地
)
　
と
切
り
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離
し
て
養
蚕
経
営
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
、
.
す
な
わ
ち
桑
葉
の
購
入
に

よ
っ
て
経
営
規
模
を
拡
大
し
う
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
後
述
す
る
よ
う

に
、
大
戦
景
気
の
も
と
で
弓
浜
部
で
は
元
桑
目
的
の
桑
園
業
者
と
桑
葉

購
入
に
よ
る
「
投
機
的
飼
育
」
を
な
す
養
蚕
家
が
出
現
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
先
に
見
た
地
主
会
に
よ
る
種
々
の
検
討
は
以
上
の
脈
絡
と
の
関

連
に
お
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
養
蚕
主

菜
地
帯
に
お
け
る
小
作
人
の
経
済
的
進
展
は
米
作
地
符
と
は
か
な
り
異

な
っ
た
あ
り
方
で
あ
っ
た
l
こ
と
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。
一

と
こ
ろ
で
そ
の
経
済
的
進
展
を
も
た
ら
し
た
要
因
の
一
つ
で
あ
る
市

場
条
件
に
つ
い
て
、
と
り
あ
え
ず
米
子
を
中
心
と
す
る
地
域
的
な
市
場

動
向
を
簡
単
に
検
討
し
て
お
き
た
い
。
第
一
〇
表
に
よ
っ
て
諸
物
価
の

動
き
を
見
る
と
、
大
正
三
年
(
一
九
一
四
)
に
第
一
次
大
戦
が
始
ま
っ

て
い
っ
た
ん
景
気
が
後
退
す
る
が
、
五
～
七
年
ま
で
の
間
繭
価
は
米
価

な
ど
に
対
し
ほ
ぼ
一
年
ほ
ど
の
差
を
.
つ
け
て
上
昇
し
て
い
る
。
こ
れ
は

生
糸
価
格
の
上
昇
に
連
動
し
た
も
の
と
言
え
る
よ
う
が
、
二
ハ
年
以
降
は

生
糸
の
上
昇
す
ら
追
い
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
労
賃
は
ほ

ぼ
米
価
と
同
様
に
推
移
し
大
正
七
年
ま
で
繭
価
の
上
昇
に
追
い
つ
か
な

い
が
、
八
年
以
降
は
完
全
に
逆
転
し
繭
価
・
米
価
に
対
し
鋏
状
価
格
差

を
形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
宛
口
代
金
は
米
価
上
昇
を

追
い
こ
し
て
甫
価
の
上
昇
に
追
い
つ
こ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
に

地
主
側
の
対
応
・
姿
勢
が
明
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
お
そ
ら
く
弓
浜
部
で
あ
ろ
う
某
養
蚕
家
の
デ
ー
タ
(
第

一
〇
表
注
一
参
照
)
に
よ
れ
ば
、
大
正
初
年
か
ら
八
～
九
年
に
か
け
て

投
下
労
働
力
が
一
・
五
倍
と
多
労
化
し
(
第
九
表
で
は
む
し
ろ
減
少
し

て
い
る
が
)
、
と
く
に
八
～
九
年
の
労
賃
高
騰
に
よ
っ
て
繭
生
産
費
が

繭
価
の
上
昇
を
上
回
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
一
つ
の
デ
ー
タ

の
み
で
安
易
な
判
断
は
で
き
受
い
が
、
大
正
八
年
渡
村
に
お
骨
る
養
蚕

の
一
戸
当
り
平
均
掃
立
枚
数
が
「
九
撃
い
う
零
細
さ
を
あ
わ
せ
考

え
る
な
ら
ば
、
小
作
農
民
の
経
済
的
進
展
と
い
う
こ
と
も
我
々
は
手
放

し
で
は
評
価
し
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
そ

最
後
に
一
～
二
つ
け
加
え
て
お
く
と
、
大
正
九
年
二
九
二
〇
)
反
動

恐
慌
下
の
弓
浜
部
で
は
「
従
来
の
如
き
投
機
的
飼
育
を
廃
し
消
極
的
な

る
飼
育
を
為
す
に
至
り
た
る
結
果
、
自
家
の
桑
園
よ
り
生
ず
る
桑
葉
は

自
家
に
於
け
る
姦
児
に
供
給
す
る
傾
向
」
と
な
り
、
「
従
来
桑
芽
を
売
出

す
目
的
に
て
栽
培
し
居
る
桑
園
所
有
者
は
桑
葉
の
処
置
に
窮
せ
る
」
有

様
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
登
す
な
わ
ち
反
動
恐
慌
以
前
に
は
、
・

売
桑
目
的
の
桑
園
業
濱
せ
桑
菓
購
入
に
よ
っ
て
「
投
機
的
飼
育
」
を
な
す

一
_

養
蚕
業
者
が
出
現
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ま
た
大
正
七
～
八
年
ご
ろ
に
は
、
大
戦
景
気
に
よ
っ
て
工
場
が
族
出

は
し

し
「
小
作
者
の
如
き
は
漸
次
比
の
方
面
に
趨
る
の
憤
向
」
が
現
わ
れ
、

養
蚕
家
は
労
働
力
不
足
か
ら
女
中
二
人
ぐ
ら
い
を
年
中
雇
っ
て
お
く
状

況
で
あ
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
璽
こ
れ
が
労
賃
高
騰
の
一
因
で
あ

ろ
う
が
、
l
こ
う
し
た
小
作
農
の
脱
農
化
は
お
そ
ら
く
貧
農
層
で
あ
っ
て

い
っ
ぽ
う
で
中
農
標
準
化
を
現
出
さ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
経
営

統
計
な
ど
の
資
料
が
見
出
さ
れ
る
ま
で
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

2
　
小
作
争
議
勃
発
の
前
段
階
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前
述
の
如
く
大
正
七
年
(
一
九
十
八
)
庄
司
家
・
・
地
主
会
が
種
々
の



改
革
を
試
み
る
の
で
あ
る
が
、
つ
ぎ
の
史
料
が
示
す
よ
う
に
小
作
争
議

が
本
格
化
す
る
前
に
す
で
に
そ
の
前
哨
戦
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
璽同

村
の
大
地
主
庄
司
氏
は
か
ね
て
小
作
料
改
正
の
必
要
を
認
め
て

.
ゐ
た
が
、
大
正
七
年
十
一
月
之
か
改
正
に
着
手
せ
ん
と
し
た
。
虚

が
之
を
知
っ
た
小
作
人
は
相
糾
合
し
て
庄
司
氏
の
不
昔
を
鳴
ら

し
、
同
村
大
祥
寺
に
参
集
し
寺
屋
を
乱
打
し
て
物
凄
い
形
勢
を
荘

ら
し
た
の
で
あ
る
が
、
庄
司
氏
の
提
案
撤
廃
に
よ
っ
て
漸
く
鎮
静

′
に
復
し
た
。
・

に
も
か
か
わ
ら
ず
地
主
会
側
が
な
お
ね
ぼ
り
強
く
検
討
を
続
け
よ
う
と

し
た
の
も
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
大
正
八

年
中
浜
村
の
小
作
人
安
田
力
松
が
庄
司
家
に
意
見
書
を
提
出
す
る
の
で

あ
登
安
田
は
「
御
部
(
庄
司
家
土
地
部
-
注
)
去
り
調
査
依
琉
ノ
書

到
着
シ
之
ヲ
披
見
ス
ル
ニ
、
奨
励
規
定
抄
録
ノ
第
一
項
二
地
主
ハ
小
作

人
ヲ
股
肱
ト
シ
、
小
作
人
ハ
地
主
ノ
為
メ
ニ
生
計
ヲ
営
ミ
…
…
互
二
徳

義
ヲ
重
ジ
相
互
ノ
利
益
ト
便
利
ヲ
計
ル
ヲ
要
ス
ト
ア
リ
」
、
と
こ
ろ
が

「
今
ヤ
時
代
ノ
進
運
ト
共
二
漸
ク
人
権
ノ
重
大
ナ
ル
悟
り
、
然
モ
権
利

・
義
務
ヲ
主
張
シ
又
喧
呼
シ
テ
止
マ
ズ
、
為
二
徳
義
ハ
薄
弱
ト
ナ
リ
法

律
的
思
想
二
馳
セ
ン
ト
ス
ル
」
状
況
下
で
、
庄
司
家
土
地
部
の
奨
励
乱

定
は
「
先
見
ノ
明
ア
ル
ト
云
バ
ン
カ
」
と
「
同
感
」
「
喜
悦
」
し
た
と

い
う
。
し
か
し
彼
が
最
も
訴
え
た
か
っ
た
の
は
つ
ぎ
の
点
で
あ
る
。
「
今

一
歩
ヲ
進
メ
テ
小
作
米
ノ
協
定
価
額
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
地
主
会
ノ
ミ
ニ
テ
協

定
セ
ズ
シ
テ
、
各
部
落
ノ
代
表
小
作
人
ヲ
モ
地
主
会
二
列
席
セ
シ
メ
、

地
主
ト
小
作
人
ト
ノ
意
見
ノ
合
致
シ
タ
ル
時
小
作
米
ノ
協
定
価
額
ト
」

決
定
す
る
こ
と
に
し
て
ほ
し
い
、
そ
う
す
れ
ば
「
昨
年
ノ
如
キ
騒
擾
的

小
作
人
組
合
ナ
ル
モ
ノ
ハ
之
妄
賢
l
防
ギ
・
自
然
優
良
ナ
ル
小
作
人

組
合
チ
組
織
ス
ル
ハ
理
ノ
当
然
」
と
断
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

安
田
力
松
の
要
求
は
、
石
代
金
決
定
へ
の
小
作
人
の
参
加
と
い
う
地
主

制
の
根
幹
に
関
わ
る
重
大
な
問
題
で
あ
っ
た
。
地
主
側
か
ら
す
れ
ば
承

諾
し
が
た
い
こ
の
要
求
は
お
そ
ら
く
黙
殺
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る

が
、
轟
態
は
こ
の
方
向
へ
と
動
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

五
　
衰
退
期
に
お
け
る
状
況

88

1
　
小
作
争
議
勃
発
と
石
代
協
定
委
員
会
の
設
置

大
正
九
年
一
二
月
一
四
日
中
浜
村
の
松
本
積
善
と
安
田
力
松
の
子

い
わ
お

巌
が
中
心
と
な
っ
て
弓
浜
部
小
作
人
組
合
聯
合
会
を
旗
上
げ
し
、
翌
一

月
二
三
日
同
村
龍
泉
寺
に
お
い
て
小
作
人
大
会
を
開
催
し
て
弓
浜
部
を

席
巻
す
る
本
格
的
な
小
作
争
議
が
勃
発
す
る
。
山
陰
地
方
で
お
そ
ら
く

最
も
早
い
本
格
的
な
こ
の
争
議
を
詳
述
す
る
余
裕
は
こ
こ
で
は
な
い

嘩
と
り
あ
え
ず
つ
ぎ
の
三
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

一
つ
は
小
作
人
側
の
費
用
価
格
(
C
+
Ⅴ
)
観
念
の
形
成
で
あ
る
。

地
主
は
耕
地
整
理
費
及
諸
税
詩
掛
物
等
を
計
算
す
れ
ば
一
升
三
十

.
八
銭
当
り
以
下
に
て
は
採
算
上
損
失
あ
る
も
の
と
し
て
一
銭
も
引

°

°

e

°

°

°

°

°

°

°

下
げ
得
ず
と
主
張
し
、
一
面
小
作
人
は
拐
作
賃
及
肥
料
等
を
計
算

γ
謀
好
空
事
が
釘
宇
㍍
紺
針
峯
と
な
し
是
亦
強
硬
に

主
張
し
、
…
…
(
以
下
竪
　
　
　
　
　
　
(
傍
点
引
用
老
)
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こ
の
よ
う
に
小
作
人
の
主
張
は
費
用
価
格
を
意
諾
し
て
小
作
低
減
を

求
め
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
観
念
は
他
人
労
働
力
の
雇
傭
、
桑

菓
元
罠
の
展
開
な
ど
荏
営
上
の
条
件
を
基
琶
に
、
大
正
八
～
九
年
の
把

精
代
∴
労
賃
の
高
顎
と
大
正
九
年
反
動
恐
慌
に
よ
る
甫
情
な
ど
市
場
条

件
の
逆
転
が
も
た
ら
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
を
米
に
お
き
か
え

る
な
ら
「
五
色
型
」
「
東
北
型
」
に
も
共
通
す
る
部
分
も
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
以
前
の
市
場
面
の
有
利
性
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
、
桑
・
甫
市
場
お
よ
び

労
勤
市
場
と
の
接
綾
な
ど
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
動
向
に
敏
感
な
ら
し
め

た
と
い
う
点
に
「
養
蚕
型
」
の
特
質
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
登

二
つ
に
大
正
九
年
度
石
代
金
に
つ
い
て
は
西
伯
郡
長
浅
沼
喜
雄
の
調

停
に
よ
っ
て
、
浸
・
外
江
三
六
銭
、
中
浜
以
北
三
八
銭
、
大
築
津
以
南

四
一
銭
と
一
応
決
定
し
た
う
え
で
年
貢
皆
的
者
は
各
々
五
銭
減
額
し
さ

ら
に
賞
与
と
し
て
一
律
に
二
銭
五
厘
減
額
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
翌
一

〇
年
度
に
は
や
は
h
ソ
浅
沼
郡
長
の
仲
介
で
、
、
初
め
て
地
主
・
小
作
人
相

互
の
代
表
者
の
協
定
に
よ
る
宛
日
石
代
金
決
定
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
方

式
は
翌
一
一
年
「
石
代
協
定
委
員
会
」
(
石
代
協
調
会
)
の
結
成
へ
と

結
実
し
、
米
子
か
ら
境
ま
で
の
〓
ハ
か
町
村
の
地
主
・
小
作
人
代
表
者

二
名
ず
つ
、
計
]
ハ
四
名
に
よ
る
石
代
金
協
定
の
体
制
へ
踏
み
切
っ
た
の

で
あ
る
。
安
田
力
松
の
要
求
に
発
し
争
議
の
過
程
で
も
強
く
求
め
ら
れ

て
き
た
内
容
が
よ
う
や
く
実
現
し
た
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
こ
の
協
調

体
制
の
構
築
に
よ
っ
て
弓
浜
部
に
お
い
て
は
争
議
と
い
う
形
の
対
立
の

再
発
は
防
止
さ
れ
た
の
で
あ
登

三
点
目
に
、
弓
浜
部
地
主
会
は
争
議
対
策
の
機
能
を
あ
わ
せ
持
ち
地

主
側
の
結
束
、
意
見
交
換
な
ど
の
対
処
が
速
や
か
に
行
い
え
た
の
で
あ

る
が
、
い
う
ぼ
う
以
上
の
展
開
の
な
か
で
「
永
年
計
画
」
を
立
て
小
作

料
収
取
シ
ス
テ
ム
の
根
本
的
改
編
を
め
ざ
そ
う
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
努

力
は
烏
有
に
帰
す
こ
と
に
な
っ
た
。
以
後
地
主
会
は
小
作
人
側
の
攻
勢

に
対
し
、
石
代
協
調
会
対
策
の
場
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
く
の
で

あ
る
。

2
　
地
主
経
営
の
対
応

以
上
の
よ
う
な
事
態
は
庄
司
家
の
経
営
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与

え
、
ま
た
昭
和
恐
慌
以
後
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

衰
退
期
を
迎
え
た
庄
司
家
の
対
応
を
経
営
面
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

ま
ず
昭
和
五
年
二
九
三
〇
)
昭
和
恐
慌
に
至
る
ま
で
の
過
程
で
あ

る
が
、
第
四
裏
目
に
よ
る
と
大
正
一
四
年
利
子
・
配
当
収
入
が
つ
い
に

小
作
数
収
入
を
上
回
っ
て
お
り
、
こ
と
に
そ
の
九
三
%
に
あ
た
る
株
式

配
当
(
二
万
七
四
四
一
円
)
が
収
入
の
な
か
で
最
も
大
き
㌣
と
こ
ろ

が
支
出
を
見
る
と
利
子
支
払
い
が
異
常
に
増
大
し
て
経
営
を
圧
迫
す
る

最
大
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
利
払
い
の
ほ
と
ん
ど
は
米
子
銀

行
を
中
心
と
す
る
地
元
銀
行
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
支
出

で
は
全
般
に
増
大
し
て
い
る
が
、
と
く
に
農
会
費
・
水
利
組
合
費
な
ど

の
諸
負
担
を
含
め
た
公
租
・
公
課
の
増
大
が
利
子
支
払
い
に
つ
い
で
経

営
を
圧
迫
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ト
ー
タ
ル
な
収
支
で
な
い
た
め
経

営
の
良
否
は
判
断
し
か
ね
る
が
、
こ
の
時
期
は
ま
だ
金
回
り
が
大
き
い

だ
け
に
そ
こ
ま
で
の
深
刻
さ
は
読
み
と
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
収
入
中
の
二
位
の
座
に
落
ち
た
と
は
言
え
小
作
料
収
入
の

動
向
は
経
営
状
態
を
考
え
る
う
え
で
な
お
重
要
な
問
題
で
あ
る
4
　
そ
こ

89



で
小
作
争
議
段
階
を
迎
え
た
こ
の
時
期
の
小
作
料
納
入
状
況
を
第
二

衰
実
納
率
の
点
か
ら
検
討
す
る
と
、
田
小
作
料
に
つ
い
て
は
、
元
来
か

ら
七
〇
%
前
後
と
あ
ま
り
よ
く
な
い
が
、
大
正
九
年
以
降
さ
ら
に
悪
化

し
同
末
年
に
は
五
〇
%
近
く
に
ま
で
落
ち
七
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

所
有
地
の
八
割
を
占
め
る
畑
地
の
方
は
、
前
投
階
よ
り
や
や
低
く
は
な

る
が
な
お
一
〇
〇
%
前
後
を
実
現
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
と
く
に
悪
化

し
た
と
い
う
状
態
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
実
納
率
が
一
〇
〇
%
を
超
え

る
と
い
う
の
は
不
可
解
で
あ
る
が
、
帳
簿
(
「
宛
口
計
算
書
類
留
」
)
.
に

は
「
過
金
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
田
の
未
納
分
に
ふ
り
向
け
ら

れ
た
の
か
翌
年
精
算
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
今
後
検
討
し
た
い
。
l
と
も

か
く
実
納
率
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
収
入
の
中
心
で
あ
る
細
小
作
料
に
つ

い
て
は
そ
れ
ほ
ど
状
況
の
悪
化
は
見
ら
れ
な
い
と
考
え
て
よ
い
。
で
は

石
代
金
の
水
準
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
第
一
〇
表
を
見
る
な
ら
ば
、
確

か
に
石
代
協
調
会
が
成
立
し
て
か
ら
は
繭
価
・
米
価
の
水
準
よ
り
低
イ

抑
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
従
来
の
よ
う
な
地
主
側
の
慈
意
は
実
現
し
が

第11蓑　田畑小作料実納率

ニ　＼
.　 田 炉

明 治 4 4年 7 2 . 9 % 1 0 2 . 6 %

・大 正 4 年 6 9 . 6 1 2 1 . 2

7 年 7 9 . 2 1 0 8 . 4　 -

I　 9 年 9 0 . 4 7 6 .8 1

1 1 年 7 9 . 1 1 0 7 . 5

1 2 年 7 0 . 6 9 7 . 1

I　 1 3 年 5 2 . 0 1 0 1 .0

1 4 年 ` 6 1. 8 ` 1 0 0 .8

: 昭 和 1 年 5 7 . 6 9 8 . 4

2 年 7 3 . 8 -　9 8 . 6

1　 3 年

4 年

7 7 . 2 - 1 0 0 . 1

5 9 . 6 8 4 . 8

5 年 8 0 . 2 9 6 . 7

(注 ) 1. 庄 司 家 「宛 口 計 算 書 精 留 」

より作成。.
2.本帳簿は土地部(番頭)の
庄司家主人あての報告書の性
格をもっているが、「差引帳」
等の帳簿とは関連していな
い。

3.田小作鞘は(収入米高÷元
宛日米高×100)、胞小作料は
(収入金筋÷元宛口米代金×

100)としてそれぞれ実的率
を罪出した。

た
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
畑
小
作
料
の
実
納
率

が
維
持
さ
れ
て
い
る
の
は
、
右
の
よ
う
な
石
代
金
の
水
準
が
低
く
抑
え

ら
れ
た
状
況
と
裏
腹
の
事
態
で
あ
っ
て
べ
そ
の
意
味
で
は
協
調
体
制
の

貫
徹
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
加
え
て
細
小
作
料
の
実
納

率
維
持
の
も
う
一
.
つ
の
要
因
は
繭
価
で
あ
ろ
う
。
第
一
〇
表
に
よ
れ
ば

大
正
九
年
以
降
た
し
か
に
不
安
定
で
は
あ
る
も
の
の
、
米
価
に
比
べ
て

全
体
に
有
利
な
状
況
で
推
移
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
相
対
的
安
定
期
」

の
も
と
で
薗
価
が
比
較
的
堅
調
を
保
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
こ
の

繭
価
の
動
向
と
協
調
体
制
の
貫
徹
と
が
あ
い
侠
っ
て
如
小
作
料
納
入
を

確
保
し
、
地
主
経
営
に
対
し
て
さ
ま
で
圧
迫
を
加
え
て
い
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
争
議
が
勃
発
し
た
大
正
九
年
庄
司
家
は
土
地
を
元
却
す

る
ど
こ
ろ
か
、
.
滋
村
名
望
家
信
太
澄
夫
か
ら
田
畑
九
町
弱
を
購
入
し
て

い
る
が
(
第
四
裏
目
注
5
参
照
)
、
た
と
い
そ
の
購
入
が
本
意
で
な
か

っ
た
に
せ
よ
そ
の
後
の
積
極
的
な
土
地
元
却
が
見
ら
れ
な
い
所
以
は
右

の
状
況
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

ま
た
第
四
表
H
支
出
「
そ
の
他
」
の
小
作
料
還
付
金
は
、
前
述
し
た

繭
市
場
に
お
い
て
生
産
者
か
ら
手
数
料
を
徴
収
す
る
際
に
、
庄
司
家
小

作
人
で
し
か
も
小
作
料
完
的
名
に
手
教
科
割
戻
金
を
支
弘
っ
た
も
の
で

あ
登
こ
の
時
期
に
必
然
化
す
る
小
作
人
対
策
の
一
つ
と
し
て
注
目
さ

れ
よ
う
。

つ
ぎ
に
昭
和
恐
慌
以
後
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
第
由

表
H
で
は
昭
和
五
年
収
入
が
半
減
に
近
い
状
態
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の

た
め
生
計
費
・
交
際
費
な
ど
を
半
分
に
切
り
つ
め
て
対
応
し
よ
う
と
し

て
い
た
の
が
う
か
が
え
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
利
子
・
公
転
公
課
負
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担
は
依
然
と
し
て
重
く
経
営
に
重
圧
を
か
け
て
い
た
の
が
わ
か
る
。
加

え
て
生
糸
・
南
価
暴
落
の
な
か
で
繭
市
場
も
事
実
上
営
業
の
停
止
に
追

い
こ
ま
ね
㌣
庄
司
家
の
経
営
は
進
退
極
ま
っ
た
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に

第
一
二
表
に
よ
っ
て
昭
和
八
年
二
九
三
三
)
　
の
小
作
料
納
入
状
況
を

見
る
と
、
実
に
一
〇
～
三
〇
%
の
実
的
率
で
あ
る
。
田
畑
と
も
に
小
作

経
営
が
も
は
や
壊
滅
的
状
況
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言

え
よ
う
。
地
域
的
に
見
る
な
ら
居
村
が
最
悪
で
、
む
し
ろ
離
れ
た
地
域

の
方
が
相
対
的
に
は
納
入
率
が
よ
い
と
い
う
奇
妙
な
現
象
を
見
せ
て
い

る
。
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
翌
九
年
ま
で
に
渡
村
の
耕
地
を
ほ
と
ん

ど
処
分
し
て
お
り
、
む
し
ろ
周
辺
・
他
村
の
耕
地
を
残
す
と
い
う
通
常

考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
珍
し
い
現
象
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

だ
け
に
津
村
に
お
い
て
は
、
こ
の
表
か
ら
だ
け
で
は
判
断
し
え
な
い
よ

う
な
地
主
・
小
作
関
係
の
悪
化
が
あ
っ
た
あ
か
も
し
れ
な
い
。

庄
司
家
で
は
昭
和
五
年
頃
か
ら
石
炭
・
諸
物
資
の
売
買
を
行
う
「
第

弐
商
会
」
と
い
う
事
業
を
始
め
た
の
で
あ
る
が
、
繭
市
場
の
営
業
停
止
、

土
地
の
大
量
処
分
と
い
う
事
態
を
経
て
、
以
後
の
経
営
の
中
心
的
存
在

と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

以
上
検
討
し
て
き
た
よ
う
な
衰
退
過
程
か
ら
す
れ
ば
、
大
正
九
年
反

動
恐
慌
以
後
と
昭
和
五
年
昭
和
恐
慌
以
後
と
の
二
段
階
に
わ
た
っ
て
衰

退
し
て
い
く
と
い
う
考
え
方
導
と
く
に
「
養
蚕
型
」
に
お
い
て
必
要

で
あ
ろ
う
。
昭
和
恐
慌
以
前
で
は
弓
浜
部
地
域
の
よ
う
に
協
調
体
制
が

築
か
れ
れ
ば
相
対
的
安
定
期
の
下
で
さ
ほ
ど
絶
望
的
な
状
況
で
も
な
い

が
、
以
後
に
お
い
て
は
生
糸
の
持
つ
曹
珍
品
的
性
格
か
ら
養
蚕
主
業
地

帯
な
ら
で
は
の
絶
望
的
な
状
況
に
追
い
こ
ま
れ
て
い
く
か
ら
で
あ
登

第12表　昭和8-9年土地所有および小作料収納状況

村　　　　　 名
昭 和 8 年 小 作 料 小 作 料

実 納 率
昭 和 9 年

移 動 反 別
所 有 反 別 減 免 高 未 納 高 所 有 反 別

田
反 石 石 % 反 反

9 6 .5 4 0 .6 3 3 2 4 . 2 2 7 .1 1 .6 . 2 - 9 6 .2

渡　　 村 細
4 5 1 .3

円
3 , 2 1 2 . 2 5

2 2二7 3 . 3 - 4 4 7 .9

: 一芸 : 票 ‡ ) 芸 _ 9 1 .0
石

26 .7 2 9
石

19 . 1 2 7 1 6 .3 9 1. 0 -

3 3 8 .7
円

1, 9 11 . 0 6 2 4 .8 3 3 2 .寧 - 6 .4

芸 ∴雲 : 芸篠 芸 ) 芸 こ 虫1 . 4
石

7 .8 9 5

石
9 .8 8 5 2 9 .0 3 1. 4 -

3 3 0 .0
円

` 1, 5 4 6 .6 5 2 9 . 2 3 2 9 . 5 - 0 .5

五 ・一千　 石　 村　 田 17 . 5

`石

2 . 15 4
石
8 .7 0 6 3 9 . 4 - - 1 7 .5

合　　　　 計 1 3 5 6 . 7
石　 _

7 7 .4 1 1

石
6 1 .9 4 5

円
6 ,6 6 9 .9 5

7 8 7 .9 - 5 6 8 .8

(注)1.庄司家蔵「自昭和5年　税務申告申請綴」より作成。
2.反別はそれぞれ畝未満を切捨てたので、合計および移動の数値は合わない場合がある。
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昭
和
九
年
に
な
っ
て
、
弓
浜
部
は
「
打
続
く
養
蚕
不
況
で
伝
統
的
農

業
経
営
法
を
根
底
か
ら
覆
へ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
運
命
に
遭
遇
し
、
同

地
弓
浜
部
更
生
会
は
従
来
の
養
蚕
本
位
の
農
業
を
廃
し
朝
鮮
向
菰
菜
本

位
を
と
る
こ
と
に
決
し
」
、
桑
園
の
四
割
を
整
理
・
減
反
す
る
方
針
を

と
っ
た
と
い
▼
璽
も
は
や
「
養
蚕
型
」
脱
却
を
は
か
ら
ね
ば
展
望
を
得

る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

結
　
び

以
上
の
検
討
か
ら
我
々
は
「
養
蚕
型
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
問
題

点
を
汲
み
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
.
と
く
に
田
如
一
体
化
し

た
地
主
・
小
作
関
係
(
田
の
高
額
小
作
料
を
補
完
す
る
養
蚕
収
入
)
で

は
な
く
、
養
蚕
主
菜
地
帯
に
お
け
る
南
を
基
軸
と
す
る
地
主
・
小
作
関

係
に
焦
点
を
あ
て
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
理
解
と
ど
う
異
っ

て
く
る
の
か
に
つ
い
て
.
二
言
触
れ
て
お
き
た
い
。
従
来
の
理
解
で
は
大

正
前
半
の
好
景
気
に
お
い
て
も
結
局
田
小
作
料
収
取
に
よ
っ
て
小
作
農

民
の
経
済
発
展
は
む
し
ろ
否
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
が
、
如
作
地

帯
本
来
の
小
作
料
の
低
さ
と
市
場
面
で
の
有
利
性
と
が
あ
い
ま
っ
て
、

手
放
し
で
評
価
で
き
な
い
に
し
て
も
、
小
作
料
負
担
を
米
作
地
青
で
は
1

°

°

　

°

°

°

°

考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
軽
減
し
そ
の
経
済
的
発
展
の
展
望
を
関
い
た
と
言

え
よ
う
。
今
回
小
作
経
営
の
実
態
を
分
析
す
る
こ
と
が
縫
わ
な
か
っ
た

た
め
に
課
題
は
残
さ
れ
る
が
、
論
理
的
可
能
性
か
ら
す
れ
ば
元
桑
に
よ

り
土
地
か
ら
一
定
遊
離
し
て
養
蚕
経
営
を
拡
大
す
る
方
向
も
あ
り
え
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
商
品
経
済
の
発
展
が
大
正
九
年
以
降
の
小

作
争
議
を
準
備
す
る
基
礎
過
程
で
あ
っ
た
。

同
時
に
地
主
制
衰
退
過
密
に
つ
い
て
も
養
蚕
主
業
地
帯
で
あ
る
が
故

の
経
済
的
規
定
性
は
、
甫
(
l
生
糸
)
の
商
品
的
性
格
か
ら
し
て
も
昭

和
恐
慌
下
に
お
け
る
地
主
・
小
作
経
営
の
壊
滅
的
打
撃
に
求
め
ら
れ
る

だ
ろ
う
し
、
そ
の
状
況
下
で
は
も
は
や
「
養
蚕
型
」
脱
出
以
外
に
展
望

は
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
裏
返
し
て
言
え
ば
昭
和
恐
慌

以
前
の
相
対
的
安
定
期
に
お
い
て
は
、
鋏
状
価
格
差
と
く
に
労
賃
の
高

さ
が
生
産
費
を
圧
迫
し
て
い
た
が
、
甫
価
は
変
動
を
く
り
返
し
っ
つ
も

比
較
的
堅
調
を
保
ち
小
作
経
営
の
状
態
は
小
作
料
の
抑
制
も
あ
っ
て
む

し
ろ
前
進
的
で
あ
っ
た
と
考
え
う
る
。
た
め
に
地
主
學
営
を
左
右
す
る

の
は
農
民
運
動
と
い
う
社
会
的
妓
定
性
で
あ
り
、
弓
浜
部
の
よ
う
に
l

応
協
調
紘
別
が
構
築
さ
れ
た
な
ら
ば
小
作
料
決
定
に
お
け
る
恋
意
は
貫

徹
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
、
ま
が
り
な
り
に
も
経
営
を
結
持
す
る
こ
と

は
可
能
で
あ
っ
た
。
但
し
こ
れ
は
各
地
域
に
お
け
る
地
主
l
小
作
問
の

力
関
係
、
商
品
経
済
の
あ
り
方
な
ど
に
よ
っ
て
接
々
な
展
開
が
あ
り
え

よ
う
。と

こ
ろ
で
本
稿
で
分
析
対
象
と
し
て
き
た
弓
浜
富
は
揺
作
か
ら
去
茎

業
へ
と
主
産
業
の
大
転
換
を
窪
て
い
る
た
め
に
、
地
主
・
小
作
開
店
の

再
編
を
は
じ
め
地
主
層
は
種
々
の
対
応
を
見
せ
た
が
、
こ
れ
は
後
進
玉

蓑
地
帯
と
し
て
の
地
域
的
特
性
を
あ
ま
す
こ
と
な
く
示
し
て
い
る
と
言

え
よ
う
。
し
か
し
我
々
が
今
後
「
芸
姦
型
」
成
立
の
時
期
皇
苧
え
て
い

く
う
え
で
、
先
進
養
蚕
地
帯
に
お
い
て
も
水
田
の
桑
國
化
を
含
め
王
墓

主
菜
化
が
進
む
の
が
明
治
末
～
大
正
初
年
前
後
の
時
期
で
あ
る
と
い
う

事
鮎
㌃
報
告
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
・
「
近
畿
型
」
l
「
養
蚕
刊
二
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l
「
東
北
型
」
と
い
う
地
域
的
序
列
を
も
っ
て
地
主
制
が
成
立
す
る
と

い
う
通
説
も
再
考
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
そ
の
点
と
関
連
し
て
つ
ぎ
の
こ
と
を
補
足
し
て
お
か
ね
ば
な

る
ま
い
。
本
稿
に
お
い
て
は
弓
浜
部
に
お
け
る
養
蚕
業
へ
の
転
換
を
強

調
し
す
ぎ
た
技
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
地
主
制
が
成
立
し
て
い
た
の

か
、
成
立
し
て
い
た
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
型
と
し
て
捉
え
薫
へ
き
か

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
但
し
こ
れ
は
「
近
畿
型
」
「
東
北
型
」
の
位
置

付
け
に
も
か
か
わ
る
こ
と
ゆ
え
十
分
な
見
通
し
を
も
っ
て
述
べ
る
.
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
当
面
す
る
論
点
を
大
雑
把
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。

地
主
制
成
立
に
.
つ
い
て
は
基
本
的
に
中
村
政
則
の
産
業
革
命
期
に
求
め

る
説
に
同
意
す
る
も
の
で
あ
る
嘩
　
「
養
蚕
型
」
地
主
制
の
再
生
産
構

造
が
養
蚕
業
を
主
た
る
基
盤
に
し
て
初
め
て
成
立
す
る
も
の
と
理
解
す

れ
ば
、
す
な
わ
ち
養
蚕
主
菜
化
を
そ
の
成
立
の
要
件
と
す
る
な
ら
ば
、

前
述
し
た
よ
う
に
必
ず
し
も
藍
業
革
命
期
の
枠
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い

と
思
わ
れ
る
。
と
は
言
え
そ
れ
以
前
に
地
主
制
が
成
立
し
て
い
な
い
と

考
え
る
の
は
不
自
然
で
あ
り
・
は
℃
め
に
述
べ
た
よ
う
に
「
畑
作
型
」

と
し
て
成
立
し
た
地
域
の
幾
部
分
か
が
「
養
蚕
型
」
と
な
っ
て
い
く
も

の
と
考
え
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
米
作
地
帯
に
成
立
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー

で
あ
る
「
近
畿
型
」
「
東
北
型
」
と
「
養
蚕
型
」
上
は
l
次
元
を
異
に
す

る
も
の
で
あ
っ
て
二
養
蚕
型
」
を
上
り
限
定
し
て
扱
わ
ね
ば
そ
の
掛

自
性
が
不
明
瞭
に
な
る
と
思
わ
れ
る
.
か
も
で
あ
る
。
弓
浜
部
で
は
幕
末

ま
で
に
綿
作
を
基
盤
に
商
品
経
済
が
発
達
し
地
主
制
が
形
成
さ
れ
、
そ

の
限
り
で
は
奥
部
の
水
田
地
帯
と
同
様
で
あ
っ
た
が
、
開
港
に
よ
る
綿

作
凋
落
と
い
う
編
成
替
え
の
過
程
で
奥
部
は
米
作
主
菜
地
帯
の
「
近
畿

型
」
と
し
て
成
立
し
て
ゆ
く
の
に
対
し
、
弓
浜
部
は
商
品
経
済
の
発
達

を
経
な
が
ら
も
生
産
物
市
場
面
で
は
不
利
な
「
畑
作
型
」
と
し
て
定
置

さ
れ
七
と
考
え
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
「
近
畿
型
」
「
東
北
型
」
重

「
畑
作
型
」
「
養
蚕
型
」
も
、
開
港
以
後
産
業
革
命
に
至
る
ま
で
.
の
編

成
替
え
に
よ
っ
で
日
本
資
本
主
義
の
構
造
的
一
環
と
し
て
定
置
さ
れ
た

地
帯
構
造
で
あ
っ
て
、
す
ぐ
れ
て
近
代
史
上
に
お
け
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
で

あ
る
点
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。

註
(
1
)
　
永
原
慶
二
・
中
村
政
則
他
「
日
本
地
主
制
の
構
成
と
段
階
」
(
東
大

出
版
会
、
一
九
七
二
年
)
、
「
地
主
制
」
(
大
石
嘉
一
郎
編
「
日
本
産
業

革
命
の
研
究
し
下
　
第
七
章
)
、
中
村
政
則
r
近
代
日
本
地
主
制
研
究
し

(
東
大
出
版
会
、
一
九
七
九
年
)
。

(
2
)
　
こ
の
数
値
は
前
掲
r
構
成
と
段
階
」
第
一
章
松
元
宏
論
文
の
分
析
に

拠
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
郡
の
平
均
反
収
に
対
す
る
率
で
あ
っ

て
、
.
む
し
ろ
同
書
第
三
三
表
な
ど
の
「
小
作
慣
行
調
査
」
の
五
五
～
六

六
%
と
い
う
数
値
の
方
が
現
実
的
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
反
当

5　4　3

一
・
八
石
に
も
お
よ
ぷ
根
津
家
契
約
小
作
料
額
の
高
率
・
高
額
さ
を
否

定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
1
.

中
村
「
近
代
地
主
制
研
究
し
一
六
一
～
一
七
二
頁
。

同
右
書
〓
ハ
一
頁
。
」

石
井
寛
治
r
日
本
蚕
糸
業
史
分
析
」
(
東
大
出
版
会
、
一
九
七
二
年
)

第
四
章
第
一
節
。
大
島
栄
子
「
小
作
養
蚕
経
営
の
展
開
と
在
村
地
主
の

対
応
」
(
r
土
地
制
度
史
学
」
.
七
八
、
.
一
九
七
八
年
一
月
)
。
西
田
美
昭

編
丁
昭
和
恐
慌
下
の
農
村
社
会
運
動
」
(
お
茶
の
水
書
房
、
一
九
七
八

年
)
第
四
章
各
論
文
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
U
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(
6
)
　
安
良
城
盛
昭
「
日
本
農
業
=
地
主
制
の
地
帯
構
造
に
.
つ
い
て
」
(
「
茨

城
県
史
研
究
」
　
〓
ニ
、
一
九
六
九
年
三
月
)
。

(
7
)
　
安
良
城
氏
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
地
主
制
-
∴
学
生
社
、
一
九
七
四
年
)

の
な
か
で
、
具
体
的
分
析
を
行
っ
て
い
な
い
の
で
な
か
み
は
わ
か
ら
な

・
い
旨
発
言
し
て
い
る
(
一
七
八
頁
)
。

(
8
)
　
前
掲
r
構
成
と
段
階
」
第
一
章
松
元
宏
論
文
で
は
、
.
養
養
蚕
農
民
が

生
産
物
市
場
に
直
面
し
た
と
l
し
て
も
田
小
作
の
補
完
的
機
構
に
組
み
入

れ
ら
れ
た
た
め
に
零
細
経
営
を
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
さ
れ

る
が
、
以
下
分
析
す
る
よ
う
に
養
姦
主
菜
地
帯
で
は
発
展
の
可
能
性
が

十
分
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
9
)
　
曙
唆
衆
三
「
日
本
農
業
問
題
の
展
開
し
上
(
東
大
出
版
会
、
.
一
九
七

〇
年
)
。
費
用
価
格
論
は
今
日
広
く
承
認
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、

当
初
か
ら
地
帯
論
の
欠
如
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
費
用
価
格
形
成
の
し

か
た
を
地
帯
ご
と
に
整
理
し
て
い
く
方
向
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
考
え

・
ら
れ
る
。
中
村
政
則
前
掲
書
第
三
章
第
三
節
一
の
分
析
は
そ
の
方
向
で

の
検
討
と
思
わ
れ
る
が
、
「
養
蚕
型
」
に
つ
い
て
も
米
生
産
費
分
析
で

一
括
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
問
題
が
裟
る
と
言
え
よ
う
。

な
満
庄
司
俊
作
「
戦
前
期
土
地
政
策
の
歴
史
的
性
澄
(
r
日
本
史
研

ふ
と
二
三
六
、
一
九
八
一
年
六
月
)
は
小
作
ヰ
議
展
開
の
観
点
か
ら
「
養

蚕
型
」
設
定
に
は
否
定
的
で
あ
る
が
、
争
議
に
至
る
メ
空
l
ズ
ム
、
費

用
価
格
の
し
か
た
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
養
蚕
主
菜
地
帯
の
独

自
性
は
追
求
す
べ
き
価
値
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
本
稿

の
分
析
で
は
こ
の
点
は
な
お
甚
だ
不
十
分
で
あ
り
今
後
を
期
し
た
い
。

(
1
0
)
　
庄
司
家
お
よ
び
弓
ヶ
浜
小
作
争
議
に
つ
い
て
は
、
中
村
政
則
r
労
働

者
と
農
民
」
(
小
学
館
r
日
本
の
歴
史
」
第
二
九
巻
、
一
九
七
八
年
)

二
四
四
～
二
五
八
頁
に
手
際
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

(
1
1
)
　
大
正
六
年
r
陰
陽
八
郡
郡
勢
一
斑
」
(
鳥
取
県
立
米
子
図
書
館
蔵
)

西
伯
郡
の
部
。

(
1
2
)
　
松
尾
陽
書
「
幕
末
及
び
明
治
初
年
に
於
け
る
会
見
郡
長
者
番
付
に
つ

い
て
」
(
「
伯
者
文
化
」
三
六
、
一
九
五
五
年
三
月
)
所
載
の
安
政
四
年

「
家
禄
改
」
、
明
治
二
二
年
「
伯
者
国
会
見
郡
富
豪
地
価
調
」
に
よ
る
。

な
お
松
尾
陽
吉
氏
に
は
、
氏
が
精
力
的
に
弓
浜
部
関
係
の
請
史
料
を

筆
写
さ
れ
た
ノ
ー
ト
を
拝
聞
さ
せ
て
頂
い
た
。
今
回
そ
れ
ら
を
利
用
す

る
こ
と
は
で
き
ず
今
後
を
期
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
と
も
あ
れ
氏
の
学

問
上
の
御
厚
意
に
は
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

(
1
3
)
　
山
田
勝
次
郎
r
米
と
南
の
経
済
構
造
」
(
農
文
協
昭
和
前
期
農
政
経

済
名
著
集
六
)
真
二
二
二
六
頁
)
お
よ
び
侍
考
二
二
八
頁
)
。

(
1
4
)
　
r
鳥
取
県
史
」
近
世
五
(
産
業
編
)
。

(
1
5
)
　
明
治
中
期
産
業
運
動
資
料
」
第
十
巻
(
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
八

〇
年
)
一
四
一
頁
「
綿
現
況
」
に
よ
る
。
な
お
浮
田
典
良
「
江
戸
時
代

綿
作
の
分
布
と
立
地
に
関
す
る
歴
史
地
理
学
的
考
察
」
(
r
人
文
地
理
」

七
-
四
)
に
お
い
て
、
綿
作
隆
盛
均
の
一
つ
と
し
て
会
見
郡
も
考
察
さ

れ
て
い
る
。

(
1
6
)
　
明
治
一
〇
年
「
全
日
良
産
妾
」
(
r
日
本
良
菜
発
達
史
】
第
一
〇
隻
所

収
)
、
同
二
一
年
「
鳥
取
県
農
事
謁
真
書
」
。

(
1
7
)
　
r
鳥
取
県
民
計
書
」
お
よ
び
前
掲
r
監
勢
一
に
-
。

(
1
8
)
　
大
正
二
年
「
西
伯
之
資
力
」
(
庄
司
写
所
五
分
)
、
口
和
三
年
「
西

伯
詳
覧
」
(
復
刻
版
)
。

(
1
9
)
　
註
(
5
)
掲
載
大
島
論
文
お
よ
び
r
蔦
村
社
会
運
動
し
第
甲
斐
l
T
口

伝
。
な
お
同
じ
山
陰
の
鳥
貝
県
仁
多
託
・
大
庭
已
・
石
川
已
・
伝
石
訂

等
で
も
石
代
相
場
の
決
定
も
「
地
主
連
合
」
が
行
っ
て
い
る
こ
と
が
拉

告
さ
れ
て
い
る
.
(
有
元
正
雄
「
山
陰
に
お
け
る
地
主
制
の
構
造
」
)
。
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姉5表　未納小作料についての提訴状況(明治30年代)　　円未満切捨て

34年提訴分 35年提訴分 37年提訴分 38年提訴分

明治24年以前起点 (1 )●1 1,9 17 円 円 円 ( 2 )●2　 42 円

25 - 27 年起点 (2)　　 6 2 (2 )　　 68 ( 2 )　 23

29 - 32 年起点 (5)　　 23 3 ( 7 )　 177

33～37年起点 (3 )　　 58 (4 )　　 50 (25 )　 406

合計 (8 )　 2 ,212 (3 )　　 58 (6 )　 118 (36 )　 650

(注)1.庄司家蔵「支払命令ひかえ」により作成。
2.()内は件n。
3.●lは覇永6年起点、.Iは2件とも別働2年起点。

第7表　利子収支(円未満切捨て)

第6表明治3時提訴分納別分布

　＼ 作数日、金額%濵　　 村 ( 12 ) 5 3 .形

中 浜 村 ( 7 ) 1 3 . 0

外 江 村 ( 5 ) 1 1 . 2

余 子 村 ( 4 )　 7 . 2

1:r 益 村 ( 5 )　 9 . 9.

崎 津 村 ( l )　 2 . 1

境　　 町 ( 1 )　 3 . 1

合　　 計 ( 3 6 ) 1 0 0 . 0

出典は前表に同じ。

明 治33 年 同44年 大 正 8 年 昭 和 5 年

収

入

利

子

個 人 岱 付 金
rl】　 % 円　　 % 円　　 % 円　　 %

2 .5 7 8 ( 7 7 .6 ) 5 ,2 16 ( 6 5 . 0 ) 5 8 6 ( 5 .0 ) 2 2 6 ( 1. 4 )

銀　 行　 預　 金 56 5 ( 7 . 1 ) 3 3 ( 0 . 3 ) 1 (　 - )

株　 式　 配　 当 58 3 ( 17 .6 ) 1 ,3 9 3 ( 17 . 4 ) 1 0 , 8 5 5 ( 9 1 . 7 ) 14 ,9 13 ( 9 2 . 1 )

公　 債　 利　 子 159 ( 4 .8 ) 5 6 3 ( 7 . 0 ) 1 1 4 ( 1 . 0 ) 5 18 ( 3 .2 )

そ　　 の　　 他 27 6 ( 3 . 5 ) 2 4 1 ( 2 . 0 ) 53 0 ( 3 .3 )

合　　　　　 計 3,3 2 1 ( 10 0 .0 ) 8 ,0 15 ( 10 0 . 0 ) 11 , 8 3 1( 1 0 0 . 0 ) 16 , 18 9 ( 10 0 .0 )

支

払

利

子

個 人 借 入 金 25 9 ( 2 . 0 ) 2 ,8 5 3 ( 7 .4 )

銀 行 借 入 金 12 , 5 2 6 ( 9 6 . 4 ) 2 5 , 6 26 ( 6 6二.3 )

そ　　 の　　 他 20 7 ( 1 . 6 ) 10 , 18 8 ( 2 6 .3 )

合　　　　　 計 12 , 9 9 4 ( 1 0 0 . 0 ) 3 8 , 66 8 ( 10 0 .0 )

(注)1.庄司家「差引張」による。
2.「その他」は収入・支払とも信用組合に対するものである。

第4表　庄司家収支表(1)(円未満切捨て、△はマイナス)
　＼　　　 ＼ 明治24日間5 〉 明治33(19㈲ ) 明削 4日m l〉 大正 l ( l別5) 大正 9 日9 20) 大正 14 (19 25) 昭和 5 (19 測) 昭和10 (19 35) 昭和 5( 1940 )

砲　　 口( 小 作 料 ) 4 . 51 7 円 7. 06 1 円 9 . 83 3 円 10 .0 51 円 2 1 .3 79 円 2 5 .2 29 円 12 .88 4 円 8 .5 35 円 10 .3 33 円

利　 子 ・ 紀 . 当 1. 84 6 3. 32 1 3 . 0 15 ` 7 .2 43 ( 妃 載 な し ) 2 9 .1 69 15 .18 9 14 .20 1 1 .0 50

招　 物　 品　 敲　 死 1. 引用 2 2 6 .3 13 50 4 07

土 地 ま 賊 死 却 6 0 6:10 l 2 11 2 .3 18 4 54 5 .88 6 1 24 3 ,4 46

収　 入　 介　 什 7 . 54 9 1 1. 03 5 1 7. 85 0 2 3 .8 18 (2 3 .6 98 ) 5 5 .2 12 3 4 .96 1 2 2 .8 53 15 .2 39

食 費 ・大 槻 什 書 57 7 円 1, 05 0 円 4 . 83 9 円 2 .8 15 円 6 .3 40 円 7 .4 25 円 3 .87 0 円 4 .3 57 円 6 .3 20 円

緻 1† 文　 化　 ¶ 8 53 4 57 7 55 1. 07 3 2 .09 5 1 .2 72

光 れ ・通 倍 ・雑 や 1.0 8 3 1. 26 9 1. 67 3 1 .5 97 2 .2 57 4 .1 49 2. 83 9 1 .6 57 1 .6 78

臨 時 ・安 打い費 2! 5 35 8 2. 42 6 1 .6 49 6 .3 66 6 .0 78 3, 74 3 4 .79 0 2 .1 0 1

雇　 人　 拾　 与 47 0 53 l 1. 03 2 1 .2 93 8 .1 51 3 .5 45 4. 50 3 2 .59 3 2 .9 74

支　 払　 I 子 9 12 ( 記 載 な し ) 6 4 .9 37 3 8, 66 3 1 9 .0 23 2 2 .3 15

土 地 宮 は 髭 閃 ㍑ 28 5 14 0 25 5 3 02 2 .3 20 1 .4 29 1 15 3 22 1 12

公　 租　 公 ,潔 1. 48 7 1. 64 3 3 . 30 4 5 .1 39 9 .4 52 12 .8 92 9, 08 5 1 .8 25 3 .8 45

織　　 肥　　 着I 1 6 3 7 20 2 03 1 68 9 3 4 :l 1 18

川　 物　 品 購　 入 5 .1 69

土 地 宮 城 購 入 8 4 14 0 3 5 .4 柏 2 .1 65

そ　　　 の　　　 他 7 67 2 23 8 5

支　 出　 合　 れ 4 . 19 0 5 .0 9 5 13 . 72 0 19 .76 0 (7 l .7 93 ) 10 1 .6 06 6 4. 18 1 3 9 .70 8 4 2 .9 02

収　 支　 蕨　 引 3 .3 5 8 5 .9 4 0 4 , 12 9 4 .0 58 ( △ 48 . 09 5 ) △ 4 6. 3 93 △ 2 9, 2 19 △ 1 6. 84 5 △ 2 7 .6 63

(托)L　庄qt「羨引帳」より作成.
2・明治28年慣「邦物品販死」は械綿203本れ322円42践l帽で死卸したもの.なお27年度には189本れ159円34鼓2脛で購入している.また大正4年「諸

物品川入」は■と職人したもので.同年「散発」はそれを死卸したものと思われる.
3・rt地t腱紅同維持・体績」は「晨引帳」では「土木」となってお、直接の氾蚊はないものの内容から判断して名図1鉄蕉軒「の削寺譜も含まれると考え.

「咄胴」と加えた.
l.「公削公J」中、明削1年以恥は用地整理憎、晨会丑.米川水利組合竹を含む.
5・大正9年「土地職人」は、濃lほ匂蜜の餌太i倭大東(明治35年所有地価1.09性先代益三郎は村会議員を動むは　田畑　町　反20歩と一紙購入したも

の.このため飢大書の大正11年所有地胤ま279円となっている.
6.支出「その他」はいずれも小作Iは付会である(本文詭5郎2奮照).

第4表(2)(百分比、収支差引は収入合計を100とするもの)

、 、　　 ＼
明 治 28日 的 5 ) 明 治 3 3日 間 ) 明 削 l ( 1 9 1 1〉 大 正 4 日 的 5 ) 大 正 9 ( 19 2 0 1 大 正 1 4 ( 19 2 5 ) 昭 和 5 日9 3 0 ) 昭 和 0日 9 3 5 ) 昭 和 ( 1 9 1 0 1

宛　　 ロ ( ′ト 作 科 )
5 9 . 8 % 6 4 . 0 % 5 5 . 1 % 4 2 . 2 % 9 0 . 2 % 4 5 . 7 % 3 6 . 9 % 3 7 . 3 % 6 7 . 3 %

利　 子 ・ 配　 当 1 9 . 7 3 0 . 1 4 4 . 9 3 0 . 4 ( 妃 敵 な し ) 5 3 . 4 4 6 . 3 6 2 . 2 5 . 9

銅　 物　 品　 販　 売 1 9 . 7 0 . 2 2 5 . 5 0 . 1 2 . 7

土 地 音 吐 梵 却 0 . 8 5 . 7 0 , 9 9 , 8 0 . 8 1 5 . 8 0 . 5 2 2 . 5

収　 入　 合　 持 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ( 1 0 0 . 0 ) 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0

食 飛 ・衣 服 ・什 詰
1 3 . 3 % 2 0 . 5 % 3 5 . 3 % 1 4 . 3 % 8 、8 ヽ 7 、3 ヽ 6 . 0 % 1 1 . 0 % 1 4 . 7 %

純　 音　 文　 化　 費 4 . 3 0 . 7 0 . 7 1 . 7 5 . 3 3 . 0

光 熱 ・適 佑 ・雑 費 2 5 . 8 2 5 . 0 1 2 . 2 8 . 1 3 . 2 4 . 1 4 . 4 ● 4 . 2 3 . 9

臨 時 ・ 交 際 費 6 . 8 7 . 0 1 7 . 7 8 . 3 8 . 9 6 . 0 5 . 8 1 2 . 1 4 . 9

雇　 人　 給　 与 1 1 . 2 1 0 . 4 7 . 5 5 . 5 1 1 . 4 3 . 5 7 . 2 6 . 5 5 . 9

支　 払　 利　 子 4 . 6 ( 記 載 な し ) 6 3 . 9 6 0 . 3 4 7 . 8 5 2 . 0

土 地 家 屋 晦 図 ㍍ 6 , 8 2 . 7 1 . 9 1 , 5 3 . 2 1 . 4 0 . 2 0 . 8 0 . 3

公　 租　 公　 課 3 5 . 5 3 2 . 3 2 4 . 1 2 6 . 0 1 3 . 1 1 2 . 7 1 4 . 2 1 2 . 2 9 . 0

積　　 肥　　 料 0 . 3 0 . 3 0 , 1 0 . 3 0 . 2 0 .・1 0 . 1 0 , 3

諸　 物　 品 .購　 入 2 6 . 3

土 地 家 臣 購 入 1 . 7 1 . 0 4 9 . 3 5 . 0

そ　　 の　　 他 1 . 1 0 , 2 0 . 1

支　 出　 合　 計 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 ( 1 0 0 . 0 ) 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0

収　 支　 差　 引 4 4 . 5 5 3 . 8 2 3 . 1 1 7 . 0 △ 2 0 2 . 9 △ 8 4 . 0 △ 8 3 . 5 △ 7 3 . 7 △ 1 8 1 . 5



第10表　諸物価(指数)の動向(米子相場、明治43～大正3年平均価格=100)

＼
上　　 米 薗 上 生 糸 繭生産費 桑　 葉

日　雇
(男 )

養蚕 日雇
(女 )

緋 搾 津
宛 口代金
(波村分)

明治 43年 74 92 104 8 8 103 78 88 100 87

44年 99 97 95 106 110 108 88 100 93

大正 1 年 123 92 96 99 8 3 108 100 101 107

2 年 120 101 101 103 90 108 113 102 113

3 年 86 118 104 105 114 9 8 113 97 100

4 年 7 1 80 94 113 69 8 8 113 89 100

5 年 72 127 .135 122 83 9 8 113 98 113

6 年 110 189 148 194 103 118 150 146 140

7 年 184 2 19 157 374 93 196 175 183 207

' 8 年 265 236 224 335 179 255 250 30 7 273

9 年 250 208 249 329 97 294 275 25 3 207

10 年 175 198 170 296 114 255 275 18 8 180

11年 199 259 205 3 17 124 333 325 20 3 167

12年 171 271 224 319 148 3 14 300 215 200

13年 208 163 188 285 138 353 250 198 190

14年 227 269 212 281 141 294 325 188 207

昭和 1 年 190 222 170 290 114 294 325 187 180

2 年 190 170 112 268 53 353 300 154 130

3 年 169 163 146 ? 38 235 300 158 137

4 年 159 172 139 209 48 235 300 154 140

5 年 145 101 98 151 30 196 225 134 100

明治43-
大 正 3 年
平均価格

17 .018 42.40 80.0998 36.592 2.90 0 .51 0 .40 4.3 16 15.00
円!石 円/石 円/100斤 円/10貫 円/10貫 円/1 日 円!1 日 円/10貫 円!石

(注)1.下記以外は「鳥取県統計書」(米子相場)より作成。
"繭生産費""桑菓"は鳥取県農会「農報」440号(昭和9年9月刊、鳥取県立図書館蔵)より.

この調査は「本県養蚕地帯某農事熱心家」が明治23年以来調べてきたものであるが、東伯郡海岸
部か西伯郡弓浜部が地域の特定ができない。但し同439号には「弓浜部は本県唯一の養蚕地帯」
との記述もあるので、おそらく西伯郡弓浜部の数字を示すものと思われる。
"宛口代金"は庄司家「決議書綴」より。

2.小数第1位を四捨五入した。
3.昭和3年"南生産費"は明らかに誤記と思われるので省いた。

第8表　桑畑・平畑における反当収支(宛ロ6斗)
＼

大　 正　 3　 年 大　 正　 6　 年 大　 正　 9　 年 大　 正 12　 年 大　 正 14　 年

桑　 畑 平　 奴 桑　 畑 平　 佃 垂　 加 平　 佃 桑　 畑 平　 佃 桑　 畑 平　 佃

収　　　　 入
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

4 7 . 40 . 50 13 2 .5 0 7 3 . 1 06 . 95 .5 0 1 45 . 10 87 .5 0 2 29 . 25 17 8. 33

支　　　　 出 6 1 . 10 . 50 7 2. 80 8 1 .70 1 64 .e O . 1 3 1. 10 1 47 .6 5 1 24 .9 5 1 37 . 伯 `12 4. 55

支
出
内
訳

肥 料 代 2 5 . 14 .1 0 2 4. 20 1 5 .10 6 5 .5 0 1 2. 50 39 .6 5 24 . 15 6 2, 29 1 5. 75

労　　 賃 2 7 . 17 . 10 3 6. 5 4 . 8 2 . 7 1.5 0 90 . 32 . 50 56 . 60 6 0 .20

宛 口代 金 9 . 9 . 1 2. 60 12 .50 1 7. 10 17 . 10 18 . 13 . 1 8. 60 18 .60

差　　　　 引 - 14 . 0 5 9. 70 - 8 .7 0 - 5 8. 60 - 35 .6 -　 2 .5 5 -　 3 7 .4 5 9 1. 75 .　 5 3 .7 8

宛 口石 代 金
( 1 升 あ た り ) 15践 (濃 ・外江 、以 下同 じ) 2 1 銭 36 銭 ( 7 銭 5 厘 引 ) 3 0銭 3 1 銭

労　 働　 員　 数 (60 人 ) 38 人 6 0 人 9 0 人 60 人 5 5 人 6 0 人 55 人 33 人 6 1 人

労　 賃　 単 価 45 銭 6 0 銭 1 円脚鉉 (桑 田書手 1 円開銀〉 1 円 5 0 銭 平均 1 円 72銭 平 均 的 銭

小　 作　 料 率 19 ..1 %
2 2 .2 % 9 .5 % 1 7. 3 % 16 .1 % 1 7. 9% 1 2, 1 % 2 0 .6 % 8 . 1% 10 .4 %

(注11.庄司家「決濃書提」より作成.
2.大正3年桑田には労賓が粛上されていないので、大正5-12年に準じて60人とし、大正3年平佃の労賃単価45厳に上って推算した.なお同年の桑薫価

格はt当り8-15枚と低いが、これは刈桑畑の桑稟(西伯郡平均21銭7腫)ではなく立木佃(同14銭5脛)と思われる.
3.大正9年砲口石代金は讃・外江両軸こついては36厳に決定しながら結局7銭5度ずつ引くことになり.28銭5哩で算出した.

第9表　桑畑1反あたりにつき養蚕経営収支

大 ・正　 3　 年 大　 正　 9　 年 大　 正 12　 年

掃　　　　　　 立 春 、夏秋 とも各 3 春 4 匁、夏秋 5 匁

収　 繭　 量 (春) 14ヂ7 13き 16チ

〝　 (夏秋) 18.75 13. 17 .5

貫 当 平 均 甫 価 4P20銭 7P40銭 10Po5鉉

収　　　　　　 入 140P49銭 192ワ61践 336ワ6 銭

給　　 桑　　 計 7dヲ 10♂ 14㌘ 10

蚕　　 種　　 代 7.50 11.40 13.40

木 炭 、 そ の 他 5.50 13.05

器　 具 ・ 損　 料 2.

労　　　　　　 賃 36. 67.60 (78　 )

支　　　　　　 出 130 . 185. (249.55 )

差　　　　　　 引 10 .49 7.6 1 (87.06 )

労　 働　 員　 数 8 0人 52 人 ?

労　 賃　 単　 価 4 5践 130 銭 (150銭 )

(注)1.典拠史料は前表に同じ。

2.大正12年の労賃は不明なので、9年の52人に準じ労賃単価は前表の1円50銭を用いた。



鳥取県弓ヶ浜地方における大地主庄司家の分析(防部)

(
2
0
)
　
明
治
三
五
年
松
江
税
務
調
査
会
「
島
根
県
・
鳥
取
県
小
作
慣
例
調
査

書
」
(
島
根
県
立
図
書
館
戒
)
。

(
2
1
)
　
幕
末
の
庄
司
家
経
営
分
析
に
つ
い
て
は
、
北
尾
春
志
「
幕
末
伯
者
浜

ノ
目
地
方
に
於
け
る
地
主
経
営
」
(
広
島
大
学
大
学
院
修
士
論
文
、
一

九
八
三
年
度
)
が
行
っ
て
お
り
他
日
の
発
表
を
期
待
し
て
い
る
。

(
2
2
)
　
前
掲
「
島
駁
県
・
鳥
取
県
小
作
慣
例
調
査
書
」
。

(
2
3
)
　
営
業
に
つ
い
て
は
前
掲
「
郡
勢
一
斑
」
　
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
、

時
期
は
大
正
五
年
の
も
の
で
あ
る
。

(
2
4
)
　
庄
司
家
蔵
「
決
議
書
拐
」
。
以
下
の
記
述
も
同
史
料
に
よ
る
。

(
2
5
)
　
平
松
は
「
芋
」
「
裸
麦
」
収
入
四
〇
円
五
〇
銭
、
こ
れ
に
対
し
肥
料

∴
労
皆
∵
小
作
料
支
出
四
〇
円
五
〇
銭
で
差
引
「
純
益
ナ
シ
」
と
な
っ

て
お
り
(
後
掲
第
一
二
表
参
照
)
、
「
爾
後
耕
作
ノ
改
良
ヲ
謀
ラ
ザ
レ
バ

純
益
ノ
見
込
ナ
シ
」
と
い
う
注
釈
が
付
さ
れ
て
い
る
。

(
2
6
)
　
註
(
2
4
)
と
同
じ
史
料
、
(
推
定
)
大
正
七
年
度
〝
地
主
会
二
提
出
ス

32　3130　29　23　27
ヽ-′　　　)　　　ヽ-ノ　ヽ・一・′　〉　ヽ・-・・′

(
3
3
)

(
3
4
)

(
3
5
)

(
3
6
)

べ
キ
問
題
㌔

同
年
「
鳥
取
県
統
計
書
」
。

明
治
四
三
年
鳥
取
県
「
知
事
官
房
主
管
事
務
概
要
」
(
鳥
取
県
庁
蔵
)
。

同
年
r
鳥
取
県
統
計
書
」
。

庄
司
家
蔵
「
庄
司
廉
履
匝
至
草
稿
(
昭
和
三
年
こ
ろ
か
)
。

同
家
蔵
大
正
一
二
年
「
繭
市
場
建
設
ノ
動
機
及
沿
革
」
。

渡
村
渡
辺
俊
の
庄
司
家
宛
養
蚕
状
況
報
告
(
「
決
議
書
綴
」
所
収
)

に
よ
る
。

大
正
九
年
八
月
二
四
日
付
「
山
陰
日
々
新
聞
」
(
米
子
図
書
館
蔵
)
。

大
正
七
年
五
月
二
四
日
、
八
年
八
月
四
日
付
同
右
。

「
西
伯
郡
報
」
一
五
(
大
正
一
二
年
六
月
刊
、
米
子
図
書
館
蔵
)
。

前
掲
「
決
議
書
綴
」
所
収
。

(
3
7
)
　
註
(
1
0
)
の
中
村
前
掲
書
お
よ
び
足
鹿
覚
・
大
島
清
「
土
に
立
つ
者
は

強
L
L
(
山
陰
院
民
運
動
碑
建
設
十
周
年
記
念
行
事
実
行
委
員
会
、
一

九
八
二
年
一
〇
月
)
所
収
の
松
本
積
善
回
想
「
風
雪
風
雨
」
参
照
。

(
3
8
)
　
大
正
一
〇
年
一
月
二
三
日
付
「
山
陰
日
々
新
聞
」
。

(
3
9
)
　
史
料
的
制
約
も
あ
っ
て
こ
の
点
の
考
察
は
不
十
分
と
な
っ
た
が
、
と

く
に
製
糸
工
場
な
ど
農
外
へ
の
家
族
労
働
力
の
流
出
と
Ⅴ
観
念
形
成
と

の
関
連
性
は
不
可
欠
の
問
題
で
あ
り
な
が
ら
今
回
は
果
た
せ
な
か
っ

た
。
後
日
の
課
題
と
し
た
い
。

な
お
「
近
畿
型
」
「
東
北
型
」
に
つ
い
て
は
、
明
治
農
法
展
開
と
の

関
連
、
農
外
へ
の
労
働
力
流
出
、
蒔
美
作
な
ど
の
商
品
作
物
栽
培
・
商

品
経
済
化
な
ど
か
ら
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

(
4
0
)
　
中
村
政
則
氏
は
、
中
浜
村
を
除
く
各
村
小
作
人
組
合
は
協
調
的
と
な

り
「
弓
ヶ
浜
地
方
に
は
一
件
の
小
作
争
議
も
お
こ
ら
な
く
な
っ
た
」
と

述
.
へ
て
い
る
(
「
労
働
者
と
農
民
」
　
二
五
一
ハ
頁
)
。
確
か
に
石
代
協
調
会

が
争
議
防
止
そ
の
他
に
も
た
ら
し
た
影
響
は
大
き
か
っ
た
が
、
他
方
石

代
協
調
会
の
内
部
で
は
し
ば
し
ば
崩
壊
の
危
機
を
迎
え
る
ほ
ど
の
激
し

い
対
立
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
争
議
の
過
程
も
含

め
て
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

(
4
1
)
　
な
お
役
員
に
つ
い
て
は
大
正
一
〇
年
農
工
銀
行
と
日
本
勧
業
銀
行
と

の
合
併
に
よ
り
農
工
銀
行
取
締
役
・
頭
取
代
理
退
任
、
昭
和
元
年
墳
電

気
株
式
会
社
解
散
に
よ
り
取
締
役
を
退
臣
し
て
い
る
。
米
子
銀
行
に
つ

い
て
は
も
う
少
し
の
ち
ま
で
取
締
役
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
独
占
化
の
進
展
に
よ
っ
て
地
主
層
が
地
域
経
済
の
指
導

的
立
場
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
く
点
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

(
4
2
)
　
但
し
大
正
九
年
に
つ
い
て
は
、
本
文
で
前
述
し
た
よ
う
に
争
議
の
結

果
減
免
さ
れ
た
宛
口
代
金
の
割
戻
金
で
あ
る
。
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(
4
3
)
　
庄
司
家
蔵
「
昭
和
五
年
以
降
　
税
務
申
告
請
綴
」
に
よ
れ
ば
、
昭
和

七
年
に
一
、
二
四
二
円
の
純
損
金
を
計
上
し
て
お
り
(
そ
れ
以
前
は
不

・
明
)
、
こ
の
す
ぐ
あ
と
営
業
を
停
止
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
庄
司
家
に
く
わ
し
い
地
元
史
家
の
早
川
時
夫
氏
に
よ
れ
ば
昭
和

五
年
以
降
は
開
店
休
業
の
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
。

、
早
川
氏
に
も
史
料
閲
覧
そ
の
他
に
お
い
て
多
大
の
御
援
助
を
賜
わ
っ

た
。
こ
の
場
を
借
り
て
感
射
の
意
を
表
し
ま
す
。

(
4
4
)
　
中
村
前
掲
「
近
代
日
本
地
主
制
史
研
究
」
第
三
～
四
章
。

(
隼
)
　
か
お
先
進
養
蚕
地
帯
で
あ
る
長
野
県
の
昭
和
恐
慌
下
の
状
況
は
・
小

、
峰
和
夫
「
昭
和
恐
際
期
の
蚕
糸
業
破
綻
と
農
村
情
勢
上
主
蚕
地
帯
=
長

野
県
の
状
況
」
(
「
歴
史
学
研
究
」
四
三
四
、
一
九
七
一
ハ
年
七
月
)
に
く

わ
し
い
。
但
し
本
稿
に
お
い
て
は
、
小
峰
論
文
の
製
糸
女
工
整
理
l
小

作
農
経
済
の
破
壊
と
い
う
点
は
準
備
の
都
合
上
検
討
で
き
な
か
っ
た
。

(
4
6
)
　
鳥
取
県
展
会
「
農
報
」
四
三
九
(
昭
和
九
年
八
月
刊
、
鳥
取
県
立
鳥

取
図
書
館
蔵
)
。

(
竺
　
前
掲
大
島
栄
子
論
文
。
但
し
.
山
梨
県
東
八
代
郡
で
は
大
正
後
半
期
に

・
水
田
の
桑
園
化
が
見
ら
れ
る
し
(
前
掲
「
構
成
と
段
階
」
　
二
二
七
頁
)
、

石
井
寛
治
氏
も
極
め
て
慎
重
に
養
蚕
主
菜
化
を
考
え
て
い
る
よ
う
に

(
石
井
前
掲
書
三
八
八
～
三
一
三
頁
)
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ

ー
フ
0

(
4
8
)
　
地
主
制
成
立
(
確
立
)
に
関
す
る
筆
者
の
理
解
は
拙
稿
「
確
立
・
興

隆
期
に
お
け
る
(
近
畿
型
)
地
主
制
の
諸
紆
質
」
.
(
r
史
学
研
究
し
一
四

九
、
一
九
八
〇
年
九
月
)
に
示
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
一

二
九
八
五
年
一
〇
月
成
稿
)

(
大
阪
教
育
大
学
附
属
高
等
学
校
)

(
付
記
)
本
稿
は
昭
和
五
九
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
奨
励
B
に
よ
る
成
果
の

一
部
で
あ
る
。

な
お
、
末
筆
な
が
ら
庄
司
家
史
粗
の
閲
覧
・
学
術
的
利
用
に
深
い
御
理
解

と
御
便
宜
を
下
さ
っ
た
現
御
当
主
庄
司
保
親
氏
を
は
じ
め
、
史
料
調
査
に
御

援
助
下
さ
っ
た
境
港
市
史
編
集
室
の
方
が
た
に
深
く
感
謝
の
意
を
妾
し
ま

す
。ま

た
本
稿
を
作
成
す
る
過
程
で
御
助
言
頂
い
た
関
西
農
業
史
研
究
会
の
諸

先
生
方
、
そ
し
て
い
つ
も
な
が
ら
御
指
導
下
さ
る
有
元
正
雄
先
生
に
改
め
て

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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The Politics of the Lo皿don Governme皿t 1889-1899

by Tomomasa Fukunaga

It has generally been said that Salisbury actively intervened into the London government in

the late 19th. century, in order to crush down "the Municipal Socialism" of the Progressive

and to reduce the power of the radical London County Council. From the viewpoint of the

London local politics, this paper clarifies how the London government reform was performed

by the Progressive, the Moderate and the Unionist p叫.
The following processes are examined to answer the above question and to present the new

view to the politics of the London government in the late 19th. centuiT. 1) The formation

and development of party politics on the London County Council. 2) The establishment of

the London Municipal Society as the result of an alliance between the Unionist party and

wealthy parochial leaders in London. 3) The enactment of The London Government Act

1899 as the result of their working on the Salisbury government.

The analysis of great landowner Shogi(庄司) Family in

Yumigahamai弓ヶ浜) District Tottori{皐取) Prefecture

by Makoto Katsube

It is the orthodox theory, now, that the Landowner System in modern history oりapan is

devided into three area types-Kinki Area Type. Tohoku Area Typと, Sericulture Area
l

Type. Speeking of Sericulture Area Type, it is conceptualized with tKe theory that the

sericulture was the subsidiary-occupation. But, in this paper, I insisted it is the concept of on-

ly the mainoccupational area.

And, thereupon, I analyzed the Landowner System in Yumigaha〝∽ Area, Saihaku{西伯)

County, Totton Prefecture, where a big landowner, the Shoji, is situated. As a result I ex-

ammed the characteristics of a newly-developing sericulture area through the reaction to the

convertion of agricultual structure by the Shoji and "Kyuhinbu Zinushi-kai", (弓浜部地主会)

and those of a mainoccupational sericulture area. For instance, the considerable reduction of

tenant rent in the prosperity brought about by World War I, the formation of the idea of

"C+V by tenant farmers, the collapse of management under Showa{昭和　Panic etc.

2

tosho-seibi-repo
長方形




